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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結晶化度が１１０Ｊ／ｇ～１３８Ｊ／ｇの直鎖状低密度ポリエチレンを含む樹脂材料で
形成された環状のタイヤ骨格体を有し、
　前記タイヤ骨格体は、１対のビード部と、前記１対のビード部からタイヤ径方向外側に
それぞれ延びる１対のサイド部と、一方の前記サイド部のタイヤ径方向外側端と他方の前
記サイド部のタイヤ径方向外側端とを連結する外周部と、を備えるタイヤ。
【請求項２】
　結晶化度が１１０Ｊ／ｇ～１３８Ｊ／ｇの直鎖状低密度ポリエチレンを含む樹脂材料で
形成された環状のタイヤ骨格体を有し、
　前記樹脂材料は、さらにポリアミドを含むタイヤ。
【請求項３】
　前記樹脂材料は、さらにポリアミドを含む請求項１に記載のタイヤ。
【請求項４】
　前記樹脂材料中の前記直鎖状低密度ポリエチレンに対する前記ポリアミドの含有比率が
０．１０～０．３０である請求項２又は請求項３に記載のタイヤ。
【請求項５】
　前記樹脂材料は、さらに酸変性ポリエチレンを含む請求項２～請求項４のいずれか１項
に記載のタイヤ。
【請求項６】
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　前記樹脂材料は、さらにポリアミド変性ポリエチレンを含む請求項１～請求項５のいず
れか１項に記載のタイヤ。
【請求項７】
　前記直鎖状低密度ポリエチレンの含有量は、前記樹脂材料の全質量に対して５０質量％
以上である請求項１～請求項６のいずれか１項に記載のタイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リムに装着されるタイヤにかかり、特に、少なくとも樹脂材料を含むタイヤ
骨格体を有するタイヤに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、乗用車等の車両には、ゴム、有機繊維材料、スチール部材などから構成された空
気入りタイヤが用いられている。従来空気入りタイヤに用いられている一般的なゴム材料
は、耐熱性などには問題はない。しかし、タイヤ製造工程において、混練、シーティング
、成形および加硫といった複数の工程を経るのが通常であり、生産性の向上が求められて
いた。
【０００３】
　これに対し、近年では、軽量化や、成形の容易さ、リサイクルのしやすさから、樹脂材
料、特に熱可塑性樹脂や熱可塑性エラストマーなどをタイヤ材料として用いることが検討
されている。これら熱可塑性の高分子材料（熱可塑性樹脂材料）は、射出成形が可能であ
るなど、生産性の向上の観点から有利な点が多い。
【０００４】
　また、熱可塑性樹脂材料としてポリオレフィン系熱可塑性エラストマーを用いたタイヤ
が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－０４６０３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　熱可塑性樹脂材料を用いたタイヤは、ゴム製の従来タイヤと比べて、製造が容易で且つ
低コストである。但し、樹脂材料を用いてタイヤを製造する場合には、この高い製造効率
と低コストとを実現しつつ、且つ従来のゴム製タイヤと比して遜色のない性能を実現する
ことが求められる。具体的には、高速走行時にタイヤの温度が高温（例えば、９０℃）に
なった場合においても、タイヤ骨格体が形状を維持しようとする特性、いわゆるクリープ
特性に優れることが求められる。また、タイヤは適度な弾性や硬度を有し、タイヤとして
耐久性に優れることが求められる。
【０００７】
　タイヤの製造効率と低コストを実現し得る材料として、オレフィン樹脂が試されている
。しかし、オレフィン樹脂を含む樹脂材料はクリープ特性と耐久性とを両立することが難
しい傾向にある。そのため、タイヤ骨格体としてオレフィン樹脂、特にポリエチレンを含
む樹脂材料を用い、クリープ特性と耐久性とを両立したタイヤが望まれている。
【０００８】
　そこで、本発明は、前記事情を踏まえ、ポリエチレンを含む樹脂材料をタイヤ骨格体に
用いながらも、クリープ特性及び耐久性を両立したタイヤを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するための具体的な手段には、以下の態様が含まれる。
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［１］結晶化度が１１０Ｊ／ｇ～１３８Ｊ／ｇの直鎖状低密度ポリエチレンを含む樹脂材
料で形成された環状のタイヤ骨格体を有するタイヤ。
【００１０】
［２］前記樹脂材料は、さらにポリアミドを含む［１］に記載のタイヤ。
【００１１】
［３］前記樹脂材料中の前記直鎖状低密度ポリエチレンに対する前記ポリアミドの含有比
率が、０．１０～０．３０である［２］に記載のタイヤ。
【００１２】
［４］前記樹脂材料は、さらに酸変性ポリエチレンを含む［２］又は［３］に記載のタイ
ヤ。
【００１３】
［５］前記樹脂材料は、さらにポリアミド変性ポリエチレンを含む［１］～［４］のいず
れか１つに記載のタイヤ。
【００１４】
［６］前記直鎖状低密度ポリエチレンの含有量は、前記樹脂材料の全質量に対して５０質
量％以上である［１］～［５］のいずれか１つに記載のタイヤ。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、ポリエチレンを含む樹脂材料をタイヤ骨格体に用いながらも、クリー
プ特性及び耐久性を両立したタイヤが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】（Ａ）は本発明の一実施形態に係るタイヤの一部の断面を示す斜視図であり、（
Ｂ）は、リムに装着したビード部の断面図である。
【図２】第１実施形態のタイヤのタイヤケースのクラウン部に補強コードが埋設された状
態を示すタイヤ回転軸に沿った断面図である。
【図３】コード加熱装置、およびローラ類を用いてタイヤケースのクラウン部に補強コー
ドを埋設する動作を説明するための説明図である。
【図４】（Ａ）は本発明の一実施形態に係るタイヤのタイヤ幅方向に沿った断面図である
。（Ｂ）はタイヤにリムを嵌合させた状態のビード部のタイヤ幅方向に沿った断面の拡大
図である。
【図５】第２実施形態のタイヤの補強層の周囲を示すタイヤ幅方向に沿った断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の具体的な実施形態について詳細に説明するが、本発明は、以下の実施形
態に何ら限定されるものではなく、本発明の目的の範囲内において、適宜変更を加えて実
施することができる。
【００１８】
　なお、本明細書において、「樹脂」とは、熱可塑性樹脂（熱可塑性エラストマーを含む
）及び熱硬化性樹脂を含む概念であり、加硫ゴムは含まない。
　また、本明細書において「～」を用いて表される数値範囲は、「～」の前後に記載され
る数値を下限値及び上限値として含む範囲を意味する。
　また、「工程」との語は、独立した工程だけではなく、他の工程と明確に区別できない
場合であっても、その工程の所期の目的が達成されれば、本用語に含まれる。
【００１９】
　また、本明細書において、結晶化度は、示差走査熱量測定（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ
　ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｃａｌｏｒｉｍｅｔｒｙ；ＤＳＣ）により得られる曲線（ＤＳＣ曲
線）において、吸熱ピークの面積から算出した値を意味する。
　結晶化度の測定は、示差走査熱量計ＤＳＣを用いて、ＡＳＴＭＤ３４１８－８に準拠し
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て測定する。具体的には、測定対象をアルミニウム製パンに載せ、対照用に空パンをセッ
トし、昇温速度１０℃／ｍｉｎで測定を行う。測定装置の検出部の温度補正はインジウム
と亜鉛の融点を用い、熱量の補正にはインジウムの融解熱を用いる。
【００２０】
　本発明のタイヤは、結晶化度が１１０Ｊ／ｇ～１３８Ｊ／ｇの直鎖状低密度ポリエチレ
ンを含む樹脂材料で形成された環状のタイヤ骨格体を有する。
　なお、本明細書において「結晶化度が１１０Ｊ／ｇ～１３８Ｊ／ｇの直鎖状低密度ポリ
エチレン」を「特定ＬＬＤＰＥ」と称すことがある。
　また、「直鎖状低密度ポリエチレン」を「ＬＬＤＰＥ」と称すことがある。本明細書に
おいて、単に「ＬＬＤＰＥ」と記載する場合は前記特定ＬＬＤＰＥとそれ以外のＬＬＤＰ
Ｅとを含む。
　本発明のタイヤは、タイヤ骨格体を形成する樹脂材料が特定ＬＬＤＰＥを含むことで、
高速走行時にタイヤの温度が高温（例えば、９０℃）になった場合においても、クリープ
特性に優れると考えられる。
　また、タイヤ骨格体を形成する樹脂材料が特定ＬＬＤＰＥを含むことで、タイヤの弾性
が適正な範囲に制御され、タイヤとして優れた耐久性が得られる。
【００２１】
［樹脂材料から形成される環状のタイヤ骨格体］
　本発明のタイヤは、結晶化度が１１０Ｊ／ｇ～１３８Ｊ／ｇの直鎖状低密度ポリエチレ
ン（特定ＬＬＤＰＥ）を含む樹脂材料から形成される環状のタイヤ骨格体を有する。
【００２２】
　樹脂材料は特定ＬＬＤＰＥ以外の種類の樹脂を含んでもよい。
　特定ＬＬＤＰＥ以外の種類の樹脂としては、耐熱性向上の観点からポリアミド、並びに
耐熱性向上及び樹脂の分散性の観点からポリアミド変性ポリエチレンから選ばれる少なく
とも１種を含むことが好ましい。
　樹脂材料において特定ＬＬＤＰＥと他の種類の樹脂とを併用する場合、各樹脂の分散性
の観点から酸変性ポリエチレンを含むことが好ましい。
【００２３】
（特定ＬＬＤＰＥ）
　樹脂材料は、結晶化度が１１０Ｊ／ｇ～１３８Ｊ／ｇの直鎖状低密度ポリエチレン（特
定ＬＬＤＰＥ）の少なくとも１種を含む。
　結晶化度は前述の通り、ＤＳＣにより測定された値を用いる。
　結晶化度は、ＬＬＤＰＥ全体の分子量、側鎖の長さ、主鎖の炭素数１０００個あたりの
側鎖の数などによって調整できる。
　結晶化度が１１０Ｊ／ｇ以上であると、分子鎖の運動が制限されるため特定ＬＬＤＰＥ
に適度な硬さが与えられ、クリープ特性に優れる。
　一方、結晶化度が１３８Ｊ／ｇ以下であると、特定ＬＬＤＰＥは硬くなりすぎず、樹脂
材料の弾性率を適度な範囲に調整しやすい。
　特定ＬＬＤＰＥの結晶化度は上記の観点から、１１０Ｊ／ｇ～１３２Ｊ／ｇが好ましく
、１１０Ｊ／ｇ～１２５Ｊ／ｇがより好ましい。
【００２４】
　本明細書において「直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）」は、密度０．９１０ｇ
／ｍ３以上０．９３０ｇ／ｍ３未満の、エチレンと炭素数３～２０のα－オレフィンとの
共重合体を指す。なお、ＬＬＤＰＥは炭素数２０を超える長鎖分岐を有さない点で、低密
度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）と区別される。
　上記のα－オレフィンとしては、結晶化度を所定の範囲に調整しやすい点から、炭素数
４～１２のα－オレフィンが好ましい。具体的には、α－オレフィンとして、例えば、プ
ロピレン、１－ブテン、１－ペンテン、４－メチル－１－ペンテン、１－ヘキセン、１－
オクテン、１－ノネン、１－デセン、１－ドデセン等が挙げられる。
【００２５】
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　ＬＬＤＰＥとしては、従来公知の一般的な触媒を用いて、従来公知の一般的な製造方法
で製造したものを使用することができる。
　従来公知の触媒としては、チーグラ系触媒、メタロセン系触媒、バナジウム系触媒等が
挙げられる。中でも、ＬＬＤＰＥの結晶化度を所定の範囲に調整しやすい観点から、メタ
ロセン系触媒、及びチーグラ系触媒が好ましく、メタロセン系触媒がより好ましい。
　従来公知の製造方法としては、気相重合法、溶液重合法、スラリー重合法、高圧イオン
重合法等の製造方法が挙げられる。中でも、ＬＬＤＰＥの結晶化度を所定の範囲に調整し
やすい観点から、気相重合法、及び溶液重合法が好ましく、気相重合法がより好ましい。
【００２６】
　特定ＬＬＤＰＥの重量平均分子量は、特に限定されないが、１４万～１９万が好ましく
、１５万～１９万がより好ましく、１５万～１７万がさらに好ましい。
　なお、重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）により
測定することができ、例えば、東ソー株式会社製の「ＨＬＣ－８３２１ＧＰＣ／ＨＴ」等
のＧＰＣ（ゲル浸透クロマトグラフィー）を用いることができる。
【００２７】
　特定ＬＬＤＰＥの融点（Ｔｍ）は、特に限定されないが、１００℃以上であることが好
ましい。１００℃以上であればタイヤとしたときの走行中の発熱に耐え得るタイヤ骨格体
が得やすい。上記の観点から、特定ＬＬＤＰＥの融点は、１０５℃以上が好ましく、１１
０℃以上がより好ましい。特定ＬＬＤＰＥの融点は、分子構造上１３０℃以下が好ましい
。
　なお、融点（Ｔｍ）とは、示差走査熱量計（ＤＳＣ）を用い、ＪＩＳ  Ｋ７１２１：２
０１２に規定する方法に従って昇温速度１０℃／分で測定したときの融解ピーク温度を意
味する。
【００２８】
　特定ＬＬＤＰＥのメルトフローレート（ＭＦＲ）は、特に限定されないが、０．５ｇ／
１０分以上１０．０ｇ／１０分以下であることが好ましく、１．０ｇ／１０分以上９．０
ｇ／１０分以下であることがより好ましく、１．５ｇ／１０分以上８．０ｇ／１０分以下
であることがさらに好ましい。ＭＦＲが１．５ｇ／１０分以上であると、タイヤ骨格体を
射出成形する際、より射出性に優れる。一方、ＭＦＲが８．０ｇ／１０分以下であると、
より耐熱性に優れる。
　なお、ＭＦＲは、ＪＩＳ  Ｋ７２１０：２０１４に規定する方法に従って、温度１９０
℃、荷重２．１６ｋｇの条件で測定した値である。
【００２９】
　本発明において、特定ＬＬＤＰＥの引張弾性率は、１００ＭＰａ～７００ＭＰａが好ま
しく、１４０ＭＰａ～４７０ＭＰａがより好ましく、２３０ＭＰａ～３５０ＭＰａがさら
に好ましい。特定ＬＬＤＰＥの引張弾性率が、１００～７００ＭＰａであると、タイヤ骨
格の形状を保持しつつリム組みを効率的に行うことができる。
　なお、引張弾性率は、ＪＩＳ　Ｋ７１１３：１９９５に準拠し測定された値をさす。
【００３０】
　特定ＬＬＤＰＥとしては、例えば、市販品の宇部丸善ポリエチレン（株）製のユメリッ
ト　１５４０Ｆ、２５２５Ｆ、２５４０Ｆ、日本ポリエチレン（株）製のノバテックＬＬ
　ＵＦ２３０、（株）プライムポリマー社製のウルトゼックス　２０２２Ｌ、ネオゼック
ス　２５１１Ｆ、エボリュー　ＳＰ１５４０などが挙げられる。
【００３１】
（ポリアミド）
　樹脂材料は、さらにポリアミドの少なくとも１種を含むことが好ましい。
　樹脂材料が、さらにポリアミドを含むことで、タイヤ骨格体の耐熱性が向上する。
【００３２】
　ポリアミドとしては、例えば、下記一般式（１）又は一般式（２）で表されるモノマー
を用いて合成されるポリアミドを挙げることができる。
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【００３３】
【化１】

【００３４】
　一般式（１）中、Ｒ１は、炭素数２～２０の脂肪族炭化水素の分子鎖を表す。炭素数２
～２０の脂肪族炭化水素の分子鎖としては、例えば、炭素数２～２０のアルキレン基が挙
げられる。
【００３５】
【化２】

【００３６】
　一般式（２）中、Ｒ２は、炭素数３～２０の脂肪族炭化水素の分子鎖を表す。炭素数３
～２０の脂肪族炭化水素の分子鎖としては、例えば、炭素数３～２０のアルキレン基が挙
げられる。
【００３７】
　一般式（１）中、Ｒ１としては、炭素数３～１８の脂肪族炭化水素の分子鎖（例えば、
炭素数３～１８のアルキレン基）が好ましく、炭素数４～１５の脂肪族炭化水素の分子鎖
（例えば、炭素数４～１５のアルキレン基）が更に好ましく、炭素数１０～１５の脂肪族
炭化水素の分子鎖（例えば、炭素数１０～１５のアルキレン基）が特に好ましい。また、
一般式（２）中、Ｒ２としては、炭素数３～１８の脂肪族炭化水素の分子鎖（例えば、炭
素数３～１８のアルキレン基）が好ましく、炭素数４～１５の脂肪族炭化水素の分子鎖（
例えば、炭素数４～１５のアルキレン基）が更に好ましく、炭素数１０～１５の脂肪族炭
化水素の分子鎖（例えば、炭素数１０～１５のアルキレン基）が特に好ましい。
　一般式（１）又は一般式（２）で表されるモノマーとしては、ω－アミノカルボン酸や
ラクタムが挙げられる。また、ポリアミドとしては、これらω－アミノカルボン酸やラク
タムの重縮合体や、ジアミンとジカルボン酸との共縮重合体等が挙げられる。
【００３８】
　ω－アミノカルボン酸としては、６－アミノカプロン酸、７－アミノヘプタン酸、８－
アミノオクタン酸、１０－アミノカプリン酸、１１－アミノウンデカン酸、１２－アミノ
ドデカン酸などの炭素数５～２０の脂肪族ω－アミノカルボン酸等を挙げることができる
。また、ラクタムとしては、ラウリルラクタム、ε－カプロラクタム、ウンデカンラクタ
ム、ω－エナントラクタム、２－ピロリドンなどの炭素数５～２０の脂肪族ラクタムなど
を挙げることができる。
　ジアミンとしては、例えば、エチレンジアミン、トリメチレンジアミン、テトラメチレ
ンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ヘプタメチレンジアミン、オクタメチレンジアミ
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ン、ノナメチレンジアミン、デカメチレンジアミン、ウンデカメチレンジアミン、ドデカ
メチレンジアミン、２，２，４－トリメチルヘキサメチレンジアミン、２，４，４－トリ
メチルヘキサメチレンジアミン、３－メチルペンタメチレンジアミンなどの炭素数２～２
０の脂肪族ジアミンなどのジアミン化合物を挙げることができる。また、ジカルボン酸は
、ＨＯＯＣ－（Ｒ３）ｍ－ＣＯＯＨ（Ｒ３：炭素数３～２０の炭化水素の分子鎖、ｍ：０
又は１）で表すことができ、例えば、シュウ酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピ
メリン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ドデカン二酸などの炭素数２～２２
の脂肪族ジカルボン酸を挙げることができる。
【００３９】
　ポリアミドとしては、ε-カプロラクタムを開環重縮合したポリアミド（ポリアミド６
）、ウンデカンラクタムを開環重縮合したポリアミド（ポリアミド１１）、ラウリルラク
タムを開環重縮合したポリアミド（ポリアミド１２）、１２－アミノドデカン酸を重縮合
したポリアミド（ポリアミド１２）、又はジアミンと二塩基酸との重縮合ポリアミド（ポ
リアミド６６）等を挙げることができる。
【００４０】
　ポリアミド６は、例えば、｛ＣＯ－（ＣＨ２）５－ＮＨ｝ｎ（ｎは任意の繰り返し単位
数を表す）で表すことができ、例えば、ｎとしては２～１００が好ましく、３～５０が更
に好ましい。
　ポリアミド１１は、例えば、｛ＣＯ－（ＣＨ２）１０－ＮＨ｝ｎ（ｎは任意の繰り返し
単位数を表す）で表すことができ、例えば、ｎとしては２～１００が好ましく、３～５０
が更に好ましい。
　ポリアミド１２は、例えば、｛ＣＯ－（ＣＨ２）１１－ＮＨ｝ｎ（ｎは任意の繰り返し
単位数を表す）で表すことができ、例えば、ｎとしては２～１００が好ましく、３～５０
が更に好ましい。
　ポリアミド６６は、例えば、｛ＣＯ（ＣＨ２）４ＣＯＮＨ（ＣＨ２）６ＮＨ｝ｎ（ｎは
任意の繰り返し単位数を表す）で表すことができ、例えば、ｎとしては２～１００が好ま
しく、３～５０が更に好ましい。
【００４１】
　アミド６の市販品としては、例えば、宇部興産（株）製の「ＵＢＥナイロン」シリーズ
（例えば、１０２２Ｂ、１０１１ＦＢ等）を用いることができる。
　アミド１１の市販品としては、例えば、アルケマ（株）製の「Ｒｉｌｓａｎ　Ｂ」シリ
ーズを用いることができる。
　アミド１２の市販品としては、例えば、宇部興産（株）製の「ＵＢＥナイロン」シリー
ズ（例えば、３０２４Ｕ、３０２０Ｕ、３０１４Ｕ等）を用いることができる。
　アミド６６の市販品としては、例えば、宇部興産（株）製の「ＵＢＥナイロン」シリー
ズ（例えば、２０２０Ｂ、２０１５Ｂ等）を用いることができる。アミドＭＸの市販品と
しては、例えば、三菱ガス化学（株）製の「ＭＸナイロン」シリーズ（例えば、Ｓ６００
１、Ｓ６０２１、Ｓ６０１１等）を用いることができる。
【００４２】
（ポリアミド変性ポリエチレン）
　樹脂材料は、ポリアミド変性ポリエチレンの少なくとも１種を含んでもよい。
　樹脂材料が、ポリアミド変性ポリエチレンを含むことで、タイヤ骨格体の耐熱性が向上
する。また、ポリアミド変性ポリエチレンは、特定ＬＬＤＰＥと相溶しやすいため、混合
物において２種の樹脂の界面が形成されにくい。そのため、例えば、屈曲時に界面への応
力集中が起こりにくく、タイヤ骨格体の屈曲疲労に対する耐性が向上する。
　ここで「ポリアミド変性ポリエチレン」とは、分子鎖の一部にポリアミドを結合させた
ポリエチレンを指す。ポリエチレンに結合させるポリアミドとしては、前記ポリアミドが
挙げられる。また、ポリエチレンとしては、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、直鎖状低
密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）などが挙げられる。
ポリアミド変性ポリエチレンに用いるポリエチレンとしては、特定ＬＬＤＰＥとの相溶性
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の観点から、ＬＬＤＰＥが好ましく、特定ＬＬＤＰＥがより好ましい。
【００４３】
　ポリアミド変性ポリエチレンとしては、例えば、アルケマ社のＬＰ９１などが挙げられ
る。
【００４４】
（酸変性ポリエチレン）
　樹脂材料は、酸変性ポリエチレンの少なくとも１種を含んでもよい。
　樹脂材料が、特定ＬＬＤＰＥと２種以上の他の種類の樹脂とを含む場合、他の種類の樹
脂の少なくとも１種が、酸変性ポリエチレンであることが好ましく、酸変性ポリエチレン
を含むことで各樹脂の分散性が向上する。そのため、樹脂材料は屈曲疲労耐性に優れる。
【００４５】
　酸変性ポリエチレンが有する酸性基としては、樹脂材料の劣化を抑制する観点から、例
えば、弱酸基であるカルボン酸基、硫酸基、燐酸基が挙げられ、カルボン酸基が特に好ま
しい。
　ここで「酸変性」とは、カルボン酸基、硫酸基、燐酸基等の酸性基を有する不飽和化合
物をポリエチレンに結合させることをいう。例えば、酸性基を有する不飽和化合物として
、不飽和カルボン酸（一般的には、無水マレイン酸）を用いる場合、ポリエチレンに、不
飽和カルボン酸の不飽和結合部位を結合（例えば、グラフト重合）させることが挙げられ
る。
【００４６】
　通常、ポリエチレンの酸変性は２軸押出機等を用い、ポリエチレンと酸性基を有する不
飽和化合物（例えば、不飽和カルボン酸）と有機過酸化物とを混練してグラフト共重合さ
せることで行うことができる。酸性基を有する不飽和化合物の添加量は、ポリエチレン１
００質量部に対し、０．０１質量部～２０質量部が好ましく、更に０．０１質量部～１０
質量部が好ましい。
　酸性基を有する不飽和化合物添加量が過少であるとポリエチレンへのグラフト量が低下
する。また、添加量が過多になると樹脂中の未反応の不飽和カルボン酸が多くなり、十分
な接着強度が得られず、加工性が悪化する。
　有機過酸化物の添加量はグラフト反応を行うのに十分な量が添加されればよく、例えば
、０．０１質量部～５質量部が好ましく、０．０３質量部～１質量部が更に好ましい。
　有機過酸化物としては、例えば、１，１ビス（ｔ－ブチルパーオキシ）シクロヘキサン
、２，２ビス（４，４－ジ－ｔ－ブチルパーオキシシクロヘキシル）プロパン、１，１－
ビス（ｔ－ブチルパーオキシ）シクロドデカン、ｔ－ヘキシルパーオキシイソプロピルモ
ノカーボネート、ｔ－ブチルパーオキシ－３，５，５－トリメチルヘキサノエート、ｔ－
ブチルパーオキシラウレート、２，５ジメチル－２，５－ジ（ベンゾイルパーオキシ）ヘ
キサン、ｔ－ブチルパーオキシアセテート、２，２－ビス（ｔ－ブチルパーオキシ）ブテ
ン、ｔ－ブチルパーオキシベンゾエート、ｎ－ブチル－４，４－ビス（ｔ－ベルオキシ）
バレラート、ジ－ｔ－ブチルベルオキシイソフタレート、ジクミルパーオキサイド、α－
α’－ビス（ｔ－ブチルパーオキシ－ｍ－イソプロピル）ベンゼン、２，５－ジメチル－
２，５－ジ（ｔ－ブチルパーオキシ）ヘキサン、１，３－ビス（ｔ－ブチルパーオキシジ
イソプロピル）ベンゼン、ｔ－ブチルクミルパーオキサイド、ジ－ｔ－ブチルパーオキサ
イド、ｐ－メンタンハイドロパーオキサイド、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔ－ブチ
ルパーオキシ）ヘキシン－３、ジ－３－メトキシブチルパーオキシジカルボネート、ジ－
２－エチルヘキシルパーオキシジカルボネート、ビス（４－ｔ－ブチルシクロヘキシル）
パーオキシジカルボネート、ジイソプロピルパーオキシジカルボネート、ｔ－ブチルパー
オキシイソプロピルカーボネート、ジミリスチルパーオキシカルボネート、１，１，３，
３－テトラメチルブチルネオデカノエート，α－クミルパーオキシネオデカノエート、ｔ
－ブチルパーオキシネオデカノエート等が挙げられ、これらを単独で用いてもよいし２種
以上を併用してもよい。
【００４７】
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　また、酸変性ポリエチレンとしては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸
、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸等をポリエチレンにグラフト重合させたもの
が挙げられる。
【００４８】
　酸変性ポリエチレンとしては、無水マレイン酸でグラフト変性したマレイン酸変性ポリ
エチレンが好ましい。ベースポリマーとしては、例えば、直鎖状低密度ポリエチレン（Ｌ
ＬＤＰＥ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）がある。その具体例としては、三井化学（
株）製のアドマーＮＦ５３９、ＮＥ８２７、ＮＥ０６５、ＸＥ０７０などがある。
【００４９】
（その他の成分）
　樹脂材料には、所望に応じて、ゴム、熱可塑性エラストマー、熱可塑性樹脂、各種充填
剤（例えば、シリカ、炭酸カルシウム、クレイ）、老化防止剤、オイル、可塑剤、着色剤
、耐候剤、補強材等の各種添加剤を含有させてもよい。
【００５０】
～樹脂材料の好ましい組成～
　本発明において樹脂材料は、樹脂成分として特定ＬＬＤＰＥを単独で含んでいてもよく
、特定ＬＬＤＰＥと他の種類の樹脂の少なくとも１種を含んでいてもよい。
　樹脂材料が、樹脂成分として特定ＬＬＤＰＥを単独で含む場合、樹脂材料中の特定ＬＬ
ＤＰＥの含有量は、特に限定されるものではないが、樹脂材料の全質量に対して５０質量
％以上が好ましく、５０質量％～１００質量％がより好ましく、７０質量％～１００質量
％が更に好ましい。特定ＬＬＤＰＥの含有量が、樹脂材料の全質量に対して、５０質量％
以上であると特定ＬＬＤＰＥの特性を十分に発揮させることができ、タイヤの耐久性やク
リープ特性を向上させることができる。
【００５１】
　樹脂材料が、特定ＬＬＤＰＥと他の種類の樹脂とを含む場合、他の種類の樹脂としてポ
リアミド及びポリアミド変性ポリエチレンから選ばれる少なくとも１種を含むことが好ま
しい。
　樹脂材料が、特定ＬＬＤＰＥと他の種類の樹脂とを含む場合、樹脂材料中の特定ＬＬＤ
ＰＥの含有量は、特に限定されるものではないが、樹脂材料の全質量に対して５０質量％
以上が好ましく、５０質量％～９０質量％がより好ましく、６５質量％～８０質量％が更
に好ましい。特定ＬＬＤＰＥの含有量が、樹脂材料の全質量に対して、５０質量％以上で
あると特定ＬＬＤＰＥの特性を十分に発揮させることができ、タイヤの耐久性やクリープ
特性を向上させることができる。一方、特定ＬＬＤＰＥの含有量が、樹脂材料の全質量に
対して、９０質量％以下であると他の種類の樹脂の特性をより発揮させることができる。
【００５２】
　樹脂材料が、ポリアミドを含む場合、樹脂材料中のポリアミドの含有量は、特に限定さ
れるものではないが、樹脂材料の全質量に対して、２０質量％以下が好ましく、５質量％
～２０質量％がよりに好ましく、９質量％～１９質量％がさらに好ましい。
　ポリアミドの含有量が、樹脂材料の全質量に対して、２０質量％以下であると樹脂材料
の弾性率を適度に維持しつつ、耐熱性を向上させることができる。
【００５３】
　樹脂材料が、ポリアミド変性ポリエチレンを含む場合、樹脂材料中のポリアミド変性ポ
リエチレンの含有量は、特に限定されるものではないが、樹脂材料の全質量に対して、２
０質量％以下が好ましく、５質量％～２０質量％がよりに好ましく、９質量％～１９質量
％がさらに好ましい。
【００５４】
　樹脂材料が、特定ＬＬＤＰＥとポリアミド及びポリアミド変性ポリエチレンから選ばれ
る少なくとも１種とを含む場合、さらに酸変性ポリエチレンを含むことが好ましい。
【００５５】
　樹脂材料が、酸変性ポリエチレンを含む場合、樹脂材料中の酸変性ポリエチレンの含有
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量は、特に限定されるものではないが、樹脂材料の全質量に対して、２０質量％以下が好
ましく、１０質量％以下がより好ましく、２質量％～７質量％がさらに好ましい。酸変性
ポリエチレンの含有量を上記範囲とすることで、他の物性を維持しつつ、樹脂材料の屈曲
疲労耐性を向上させることができる。
【００５６】
　本発明における樹脂材料は、特定ＬＬＤＰＥとポリアミドとを含むことが好ましい。
　樹脂材料が、特定ＬＬＤＰＥとポリアミドとを含む場合、樹脂材料中の特定ＬＬＤＰＥ
に対するポリアミドの含有比率は０．１０～０．３０であることが好ましく、０．１２～
０．２９であることがより好ましく、０．１４～０．２９であることがさらに好ましい。
　上記含有比率が０．１０以上であると、樹脂材料の耐熱性が向上する。一方、上記含有
比率が０．３０以下であると、樹脂材料は硬くなりすぎず、タイヤ骨格体として適正な弾
性率を維持しやすい。そのため、該タイヤ骨格体を有するタイヤは、タイヤに求められる
屈曲疲労耐性を十分なレベルで維持できる点で有利である。
【００５７】
～樹脂材料の物性～
　特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料の融点としては、通常１００℃～２００℃、タイヤの生
産性の観点から、好ましくは１１０℃～２００℃程度である。このように、特定ＬＬＤＰ
Ｅを含み融点が１００℃～２００℃の樹脂材料を用いることで、例えばタイヤの骨格体を
、その分割体（骨格片）を融着して形成する場合に、接合部の加熱温度を、タイヤ骨格体
を形成する樹脂材料の融点以上に設定することができる。
　本発明のタイヤは、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料を用いるため、１００℃～２００℃
の温度範囲で融着された骨格体であってもタイヤ骨格片同士の接着強度が十分である。こ
のため、本発明のタイヤは耐パンク性や耐摩耗性など走行時における耐久性に優れる。尚
、加熱温度は、タイヤ骨格片を形成する特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料の融点よりも１０
℃～１５０℃高い温度が好ましく、１０℃～１００℃高い温度が更に好ましい。
【００５８】
　特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料自体のＪＩＳ　Ｋ７１１３：１９９５に規定される引張
弾性率（以下、特に特定しない限り本明細書で「弾性率」とは引張弾性率を意味する。）
としては、１００ＭＰａ～７００ＭＰａが好ましく、１４０ＭＰａ～４７０ＭＰａがさら
に好ましく、２３０ＭＰａ～３５０ＭＰａが特に好ましい。樹脂材料の引張弾性率が、１
００ＭＰａ～７００ＭＰａであると、タイヤ骨格の形状を保持しつつリム組みを効率的に
行うことができる。
【００５９】
　特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料自体のＪＩＳ　Ｋ７１１３：１９９５に規定される引張
降伏強さは、５ＭＰａ以上が好ましく、５ＭＰａ～２０ＭＰａが好ましく、５ＭＰａ～１
７ＭＰａがさらに好ましい。樹脂材料の引張降伏強さが、５ＭＰａ以上であると、走行時
などにタイヤにかかる荷重に対する変形に耐えることができる。
【００６０】
　特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料自体のＪＩＳ　Ｋ７１１３：１９９５に規定される引張
降伏伸びは、１０％以上が好ましく、１０％～７０％が好ましく、１５％～６０％がさら
に好ましい。樹脂材料の引張降伏伸びが、１０％以上であると、弾性領域が大きく、リム
組み性をよくすることができる。
【００６１】
　特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料自体のＪＩＳ　Ｋ７１１３：１９９５に規定される引張
破壊伸びとしては、５０％以上が好ましく、１００％以上が好ましく、１５０％以上がさ
らに好ましく、２００％以上が特に好ましい。樹脂材料の引張破壊伸びが、５０％以上で
あると、リム組み性がよく、衝突に対して破壊しにくくすることができる。
【００６２】
　特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料自体のＩＳＯ７５－２又はＡＳＴＭ　Ｄ６４８に規定さ
れる荷重たわみ温度（０．４５ＭＰａ荷重時）としては、５０℃以上が好ましく、５０℃
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～１５０℃が好ましく、５０℃～１３０℃がさらに好ましい。樹脂材料の荷重たわみ温度
が、５０℃以上であると、タイヤの製造において加硫を行う場合であってもタイヤ骨格体
の変形を抑制することができる。
【００６３】
［補強コード層］
　本発明のタイヤは、タイヤ骨格体の外周部に周方向に巻回されて補強コードを形成する
補強コード層を有していてもよい。
　補強コード層に樹脂材料を含めて構成することができる。このように、補強コード層に
樹脂材料が含まれていると、補強コードをクッションゴムで固定する場合と比して、タイ
ヤと補強コード層との硬さの差を小さくできるため、更に補強コード部材をタイヤ骨格体
に密着及び固定することができる。上述のように単に「樹脂」と表現した場合、「樹脂」
とは、熱可塑性樹脂（熱可塑性エラストマーを含む）および熱硬化性樹脂を含む概念であ
り、加硫ゴムは含まない。
　更に、補強コード部材がスチールコードの場合、タイヤ処分時に補強コード部材をクッ
ションゴムから分離しようとすると、加硫ゴムは加熱だけでは補強コード部材と分離させ
るのが難しいのに対し、樹脂材料は加熱のみで補強コード部材と分離することが可能であ
る。このため、タイヤのリサイクル性の点で有利である。また、樹脂材料は通常加硫ゴム
に比して損失係数（Ｔａｎδ）が低い。このため、補強コード層が樹脂材料を多く含んで
いると、タイヤの転がり性を向上させることができる。更には、加硫ゴムに比して相対的
に弾性率の高い樹脂材料は、面内せん断剛性が大きく、タイヤ走行時の操安性や耐摩耗性
にも優れるといった利点がある。
【００６４】
　補強コード層に用いることのできる熱硬化性樹脂としては、例えば、フェノール樹脂、
ユリア樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂等が挙げ
られる。
【００６５】
　熱可塑性樹脂としては、例えば、ウレタン樹脂、オレフィン樹脂、塩化ビニル樹脂、ポ
リアミド樹脂、ポリエステル樹脂等が挙げられる。
【００６６】
　熱可塑性エラストマーとしては、例えば、ＪＩＳ　Ｋ６４１８：２００７に規定される
アミド系熱可塑性エラストマー（ＴＰＡ）、ポリエステル系熱可塑性エラストマー（ＴＰ
Ｃ）、ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー（ＴＰＯ）、ポリスチレン系熱可塑性エラ
ストマー（ＴＰＳ）、ポリウレタン系熱可塑性エラストマー（ＴＰＵ）、熱可塑性ゴム架
橋体（ＴＰＶ）、若しくはその他の熱可塑性エラストマー（ＴＰＺ）等が挙げられる。な
お、走行時に必要とされる弾性と製造時の成形性等を考慮すると熱可塑性エラストマーを
用いることが好ましい。
　尚、補強コード層が補強コード部材の少なくとも一部が埋設されるようにして構成され
る場合、補強コード層に含まれる樹脂材料は主としてタイヤ骨格体のコード埋設部周辺の
特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料であることが好ましいが、他の樹脂を更に被覆する態様で
あってもよい。また、この場合には、タイヤ骨格体を形成する特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂
材料は、他の樹脂との接着性の観点から酸変性ポリエチレンを含むことが好ましい。
　更に、補強コード層が、樹脂材料を被覆した補強コードによって構成される場合には、
特定ＬＬＤＰＥに対して熱等による融着性の高い樹脂材料を選択することが好ましい。こ
のように特定ＬＬＤＰＥと（熱）融着性の高い樹脂材料としては、例えば、ポリオレフィ
ン系熱可塑性エラストマー（例えば、エチレン－プロピレン共重合体等）や熱可塑性ポリ
オレフィン樹脂（例えば、ＬＬＤＰＥ等）などを用いることができる。この中でも、補強
コード層に含まれる樹脂材料としては、熱可塑性ポリオレフィン樹脂を含むことが、補強
コードの引き抜き性の観点から好ましく、ポリエチレンを含むことがより好ましい。
【００６７】
　補強コード層を構成する樹脂材料に含まれるポリエチレンとしては、直鎖状低密度ポリ



(12) JP 6654835 B2 2020.2.26

10

20

30

40

50

エチレン（ＬＬＤＰＥ）、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、高密度（ＨＤＰＥ）、酸変
性ポリエチレン等が挙げられる。
【００６８】
　補強コード層に用いられる樹脂材料の弾性率（ＪＩＳ　Ｋ７１１３：１９９５に規定さ
れる引張弾性率）は、タイヤ骨格体を形成する樹脂材料の弾性率の０．１倍～１０倍の範
囲内に設定することが好ましい。樹脂材料の弾性率がタイヤ骨格体を形成する樹脂材料の
弾性率の１０倍以下の場合は、クラウン部が硬くなり過ぎずリム組み性が容易になる。ま
た、樹脂材料の弾性率がタイヤ骨格体を形成する樹脂材料の弾性率の０．１倍以上の場合
には、補強コード層を構成する樹脂が柔らかすぎず、ベルト面内せん断剛性に優れコーナ
リング力が向上する。
　また、補強コード層に樹脂材料を含めた場合、補強コードの引き抜き性（引き抜かれに
くさ）を高める観点から、補強コード部材はその表面が２０％以上樹脂材料に覆われてい
ることが好ましく、５０％以上覆われていることが更に好ましい。また、補強コード層中
の樹脂材料の含有量は、補強コードを除いた補強コード層を構成する材料の全質量に対し
て、補強コードの引き抜き性を高める観点から、２０質量％以上が好ましく、５０質量％
以上が更に好ましい。
【００６９】
［第１の実施形態］
　以下に、図面に従って本発明のタイヤの第１の実施形態に係るタイヤを説明する。
　本実施形態のタイヤ１０について説明する。図１（Ａ）は、本発明の一実施形態に係る
タイヤの一部の断面を示す斜視図である。図１（Ｂ）は、リムに装着したビード部の断面
図である。図１に示すように、本実施形態のタイヤ１０は、従来一般のゴム製の空気入り
タイヤと略同様の断面形状を呈している。
【００７０】
　図１（Ａ）に示すように、タイヤ１０は、図１（Ｂ）に示すリム２０のビードシート２
１およびリムフランジ２２に接触する１対のビード部１２と、ビード部１２からタイヤ径
方向外側に延びるサイド部１４と、一方のサイド部１４のタイヤ径方向外側端と他方のサ
イド部１４のタイヤ径方向外側端とを連結するクラウン部１６（外周部）と、からなるタ
イヤケース１７（タイヤ骨格体）を備えている。
【００７１】
　ここで、本実施形態のタイヤケース１７は、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料で形成され
ている。
　本実施形態においてタイヤケース１７は、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料で形成されて
いるが、本発明はこの構成に限定されず、従来一般のゴム製の空気入りタイヤと同様に、
タイヤケース１７の各部位毎（サイド部１４、クラウン部１６、ビード部１２など）に異
なる特徴を有する樹脂材料を用いてもよい。また、タイヤケース１７（例えば、ビード部
１２、サイド部１４、クラウン部１６等）に、補強材（高分子材料や金属製の繊維、コー
ド、不織布、織布等）を埋設配置し、補強材でタイヤケース１７を補強してもよい。
【００７２】
　本実施形態のタイヤケース１７は、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料で形成された一対の
タイヤケース半体（タイヤ骨格片）１７Ａ同士を接合させたものである。タイヤケース半
体１７Ａは、一つのビード部１２と一つのサイド部１４と半幅のクラウン部１６とを一体
として射出成形等で成形された同一形状の円環状のタイヤケース半体１７Ａを互いに向か
い合わせてタイヤ赤道面部分で接合することで形成されている。なお、タイヤケース１７
は、２つの部材を接合して形成するものに限らず、３以上の部材を接合して形成してもよ
い。
【００７３】
　特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料で形成されるタイヤケース半体１７Ａは、例えば、真空
成形、圧空成形、インジェクション成形、メルトキャスティング等で成形することができ
る。このため、従来のようにゴムでタイヤケースを成形する場合に比較して、加硫を行う
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必要がなく、製造工程を大幅に簡略化でき、成形時間を省略することができる。
　また、本実施形態では、タイヤケース半体１７Ａは左右対称形状、即ち、一方のタイヤ
ケース半体１７Ａと他方のタイヤケース半体１７Ａとが同一形状とされているので、タイ
ヤケース半体１７Ａを成形する金型が１種類で済むメリットもある。
【００７４】
　本実施形態において、図１（Ｂ）に示すようにビード部１２には、従来一般の空気入り
タイヤと同様の、スチールコードからなる円環状のビードコア１８が埋設されている。し
かし、本発明はこの構成に限定されず、ビード部１２の剛性が確保され、リム２０との嵌
合に問題なければ、ビードコア１８を省略することもできる。なお、スチールコード以外
に、有機繊維コード、樹脂被覆した有機繊維コード、又は硬質樹脂などで形成されていて
もよい。
【００７５】
　本実施形態では、ビード部１２のリム２０と接触する部分や、少なくともリム２０のリ
ムフランジ２２と接触する部分に、タイヤケース１７を構成する特定ＬＬＤＰＥを含む樹
脂材料よりもシール性に優れた材料、例えば、ゴムからなる円環状のシール層２４が形成
されている。このシール層２４はタイヤケース１７（ビード部１２）とビードシート２１
とが接触する部分にも形成されていてもよい。タイヤケース１７を構成する特定ＬＬＤＰ
Ｅを含む樹脂材料よりもシール性に優れた材料としては、タイヤケース１７を構成する特
定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料に比して軟質な材料を用いることができる。シール層２４に
用いることのできるゴムとしては、従来一般のゴム製の空気入りタイヤのビード部外面に
用いられているゴムと同種のゴムを用いることが好ましい。また、特定ＬＬＤＰＥを含む
樹脂材料のみでリム２０との間のシール性が確保できれば、ゴムのシール層２４は省略し
てもよく、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料よりもシール性に優れる他の種類の樹脂を用い
てもよい。このような他の種類の樹脂としては、ポリアミド系樹脂、ポリオレフィン系樹
脂、ポリスチレン系樹脂、ポリエステル樹脂等の樹脂やこれら樹脂とゴム若しくはエラス
トマーとのブレンド物等が挙げられる。また、熱可塑性エラストマーを用いることもでき
、例えば、ポリエステル系熱可塑性エラストマー、ポリアミド系熱可塑性エラストマー、
ポリスチレン系熱可塑性エラストマー、ポリウレタン系熱可塑性エラストマー、或いは、
ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー、これらエラストマー同士の組み合わせや、ゴム
とのブレンド物等が挙げられる。
【００７６】
　図１に示すように、クラウン部１６には、タイヤケース１７を構成する特定ＬＬＤＰＥ
を含む樹脂材料よりも剛性が高い補強コード２６がタイヤケース１７の周方向に巻回され
ている。補強コード２６は、タイヤケース１７の軸方向に沿った断面視で、少なくとも一
部がクラウン部１６に埋設された状態で螺旋状に巻回されており、補強コード層２８を形
成している。補強コード層２８のタイヤ径方向外周側には、タイヤケース１７を構成する
特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料よりも耐摩耗性に優れた材料、例えばゴムからなるトレッ
ド３０が配置されている。
【００７７】
　図２を用いて補強コード２６によって形成される補強コード層２８について説明する。
図２は、第１実施形態のタイヤのタイヤケースのクラウン部に補強コードが埋設された状
態を示すタイヤ回転軸に沿った断面図である。図２に示されるように、補強コード２６は
、タイヤケース１７の軸方向に沿った断面視で、少なくとも一部がクラウン部１６に埋設
された状態で螺旋状に巻回されており、タイヤケース１７の外周部の一部と共に図２にお
いて破線部で示される補強コード層２８を形成している。補強コード２６のクラウン部１
６に埋設された部分は、クラウン部１６（タイヤケース１７）を構成する特定ＬＬＤＰＥ
を含む樹脂材料と密着した状態となっている。補強コード２６としては、金属繊維や有機
繊維等のモノフィラメント（単線）、又は、スチール繊維を撚ったスチールコードなどこ
れら繊維を撚ったマルチフィラメント（撚り線）などを用いることができる。なお、本実
施形態において補強コード２６としては、スチールコードが用いられている。
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【００７８】
　また、図２において埋設量Ｌは、タイヤケース１７（クラウン部１６）に対する補強コ
ード２６のタイヤ回転軸方向への埋設量を示す。補強コード２６のクラウン部１６に対す
る埋設量Ｌは、補強コード２６の直径Ｄの１／５以上であれば好ましく、１／２を超える
ことがさらに好ましい。そして、補強コード２６全体がクラウン部１６に埋設されること
が最も好ましい。補強コード２６の埋設量Ｌが、補強コード２６の直径Ｄの１／２を超え
ると、補強コード２６の寸法上、埋設部から飛び出し難くなる。また、補強コード２６全
体がクラウン部１６に埋設されると、表面（外周面）がフラットになり、補強コード２６
が埋設されたクラウン部１６上に部材が載置されても補強コード周辺部に空気が入るのを
抑制することができる。なお、補強コード層２８は、従来のゴム製の空気入りタイヤのカ
ーカスの外周面に配置されるベルトに相当するものである。
【００７９】
　上述のように補強コード層２８のタイヤ径方向外周側にはトレッド３０が配置されてい
る。このトレッド３０に用いるゴムは、従来のゴム製の空気入りタイヤに用いられている
ゴムと同種のゴムを用いることが好ましい。なお、トレッド３０の代わりに、タイヤケー
ス１７を構成する特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料よりも耐摩耗性に優れる他の種類の樹脂
で形成したトレッドを用いてもよい。また、トレッド３０には、従来のゴム製の空気入り
タイヤと同様に、路面との接地面に複数の溝からなるトレッドパターンが形成されている
。
【００８０】
　以下、本発明のタイヤの製造方法について説明する。
（タイヤ骨格体成形工程）
　まず、薄い金属の支持リングに支持されたタイヤケース半体同士を互いに向かい合わせ
る。次いで、タイヤケース半体の突き当て部分の外周面と接するように図を省略する接合
金型を設置する。ここで、接合金型はタイヤケース半体Ａの接合部（突き当て部分）周辺
を所定の圧力で押圧するように構成されている。次いで、タイヤケース半体の接合部周辺
を、タイヤケースを構成する樹脂材料の融点以上で押圧する。タイヤケース半体の接合部
が接合金型によって加熱及び加圧されると、接合部が溶融しタイヤケース半体同士が融着
しこれら部材が一体となってタイヤケース１７が形成される。尚、本実施形態においては
接合金型を用いてタイヤケース半体の接合部を加熱したが、本発明はこれに限定されず、
例えば、別に設けた高周波加熱機等によって接合部を加熱したり、予め熱風、赤外線の照
射等によって軟化又は溶融させ、接合金型によって加圧してタイヤケース半体を接合させ
てもよい。
【００８１】
（補強コード部材巻回工程）
　次に、補強コード巻回工程について図３を用いて説明する。図３は、コード加熱装置、
およびローラ類を用いてタイヤケースのクラウン部に補強コードを埋設する動作を説明す
るための説明図である。図３において、コード供給装置５６は、補強コード２６を巻き付
けたリール５８と、リール５８のコード搬送方向下流側に配置されたコード加熱装置５９
と、補強コード２６の搬送方向下流側に配置された第１のローラ６０と、第１のローラ６
０をタイヤ外周面に対して接離する方向に移動する第１のシリンダ装置６２と、第１のロ
ーラ６０の補強コード２６の搬送方向下流側に配置される第２のローラ６４と、および第
２のローラ６４をタイヤ外周面に対して接離する方向に移動する第２のシリンダ装置６６
と、を備えている。第２のローラ６４は、金属製の冷却用ローラとして利用することがで
きる。また、本実施形態において、第１のローラ６０又は第２のローラ６４の表面は、溶
融又は軟化した特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料の付着を抑制するためにフッ素樹脂（本実
施形態では、テフロン（登録商標））でコーティングされている。なお、本実施形態では
、コード供給装置５６は、第１のローラ６０又は第２のローラ６４の２つのローラを有す
る構成としているが、本発明はこの構成に限定されず、何れか一方のローラのみ（即ち、
ローラ１個）を有している構成でもよい。
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【００８２】
　また、コード加熱装置５９は、熱風を生じさせるヒーター７０およびファン７２を備え
ている。また、コード加熱装置５９は、内部に熱風が供給される、内部空間を補強コード
２６が通過する加熱ボックス７４と、加熱された補強コード２６を排出する排出口７６と
を備えている。
【００８３】
　本工程においては、まず、コード加熱装置５９のヒーター７０の温度を上昇させ、ヒー
ター７０で加熱された周囲の空気をファン７２の回転によって生じる風で加熱ボックス７
４へ送る。次に、リール５８から巻き出した補強コード２６を、熱風で内部空間が加熱さ
れた加熱ボックス７４内へ送り加熱（例えば、補強コード２６の温度を１００～２００℃
程度に加熱）する。加熱された補強コード２６は、排出口７６を通り、図３の矢印Ｒ方向
に回転するタイヤケース１７のクラウン部１６の外周面に一定のテンションをもって螺旋
状に巻きつけられる。ここで、加熱された補強コード２６がクラウン部１６の外周面に接
触すると、接触部分の特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料が溶融又は軟化し、加熱された補強
コード２６の少なくとも一部がクラウン部１６の外周面に埋設される。このとき、溶融又
は軟化した特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料に加熱された補強コード２６が埋設されるため
、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料と補強コード２６とが隙間がない状態、つまり密着した
状態となる。これにより、補強コード２６を埋設した部分へのエア入りが抑制される。な
お、補強コード２６をタイヤケース１７の特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料の融点よりも高
温に加熱することで、補強コード２６が接触した部分の特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料の
溶融又は軟化が促進される。このようにすることで、クラウン部１６の外周面に補強コー
ド２６を埋設しやすくなると共に、効果的にエア入りを抑制することができる。
【００８４】
　また、補強コード２６の埋設量Ｌは、補強コード２６の加熱温度、補強コード２６に作
用させるテンション、および第１のローラ６０による押圧力等によって調整することがで
きる。そして、本実施形態では、補強コード２６の埋設量Ｌが、補強コード２６の直径Ｄ
の１／５以上となるように設定されている。なお、補強コード２６の埋設量Ｌとしては、
直径Ｄの１／２を超えることがさらに好ましく、補強コード２６全体が埋設されることが
最も好ましい。
【００８５】
　このようにして、加熱した補強コード２６をクラウン部１６の外周面に埋設しながら巻
き付けることで、タイヤケース１７のクラウン部１６の外周側に補強コード層２８が形成
される。
【００８６】
　次に、タイヤケース１７の外周面に加硫済みの帯状のトレッド３０を１周分巻き付けて
タイヤケース１７の外周面にトレッド３０を、接着剤などを用いて接着する。なお、トレ
ッド３０は、例えば、従来知られている更生タイヤに用いられるプレキュアトレッドを用
いることができる。本工程は、更生タイヤの台タイヤの外周面にプレキュアトレッドを接
着する工程と同様の工程である。
【００８７】
　そして、タイヤケース１７のビード部１２に、加硫済みのゴムからなるシール層２４を
、接着剤等を用いて接着すれば、タイヤ１０の完成となる。
【００８８】
（作用）
　本実施形態のタイヤ１０では、タイヤケース１７は特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料によ
って形成されているため、耐久性及びクリープ特性に優れる。さらに、特定ＬＬＤＰＥを
含む樹脂材料自体が軽いことに加え、タイヤ１０は従来のゴム製のタイヤに比して構造が
簡易であるためタイヤ１０の重量が軽い。このため、本実施形態のタイヤ１０は耐久性が
高い。
【００８９】
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　また、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料にさらに酸変性ポリエチレンを含む場合、この樹
脂材料は他の樹脂を用いた場合に比して極めて補強コード２６に対する密着性が高く、さ
らに溶着強度等の固定性能に優れている。このため、例えば、補強コード巻回工程におい
て補強コード２６の周囲に空気が残る現象（エア入り）を効果的に抑制することができる
。補強コード２６への密着性および溶着性が高く、さらに補強コード部材周辺へのエア入
りが抑制されていると、走行時の入力などによって補強コード２６が動くのを効果的に抑
制することができる。これにより、例えば、タイヤ骨格体の外周部に補強コード部材全体
を覆うようにタイヤ構成部材が設けられた場合であっても、補強コード部材は動きが抑制
されているため、これらの部材間（タイヤ骨格体含む）の剥離などが生じるのが抑制され
タイヤ１０の耐久性が向上する。
【００９０】
　また、本実施形態のタイヤ１０では、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料で形成されたタイ
ヤケース１７のクラウン部１６の外周面に特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料よりも剛性が高
い補強コード２６が周方向へ螺旋状に巻回されていることから耐パンク性、耐カット性、
およびタイヤ１０の周方向剛性が向上する。なお、タイヤ１０の周方向剛性が向上するこ
とで、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料で形成されたタイヤケース１７のクリープがより防
止される。
【００９１】
　また、タイヤケース１７の軸方向に沿った断面視（図１に示される断面）で、特定ＬＬ
ＤＰＥを含む樹脂材料で形成されたタイヤケース１７のクラウン部１６の外周面に補強コ
ード２６の少なくとも一部が埋設され且つ特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料に密着している
ことから、製造時のエア入りが抑制されており、走行時の入力などによって補強コード２
６が動くのが抑制される。これにより、補強コード２６、タイヤケース１７、およびトレ
ッド３０に剥離などが生じるのが抑制され、タイヤ１０の耐久性が向上する。
【００９２】
　そして、図２に示すように、補強コード２６の埋設量Ｌが直径Ｄの１／５以上となって
いることから、製造時のエア入りが効果的に抑制されており、走行時の入力などによって
補強コード２６が動くのがさらに抑制される。
　このように補強コード層２８が、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料で構成されていると、
補強コード２６をクッションゴムで固定する場合と比してタイヤケース１７と補強コード
層２８との硬さの差を小さくできるため、更に補強コード２６をタイヤケース１７に密着
及び固定することができる。これにより、上述のエア入りを効果的に防止することができ
、走行時に補強コード部材が動くのを効果的に抑制することができる。
　更に、補強コード２６がスチールコードの場合に、タイヤ処分時に補強コード２６を加
熱によって特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料から容易に分離及び回収が可能であるため、タ
イヤ１０のリサイクル性の点で有利である。また、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料は加硫
ゴムに比して損失係数（Ｔａｎδ）が低いため、補強コード層２８が特定ＬＬＤＰＥを含
む樹脂材料を多く含んでいると、タイヤの転がり性を向上させることができる。更には、
特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料は加硫ゴムに比して、面内せん断剛性が大きく、タイヤ走
行時の操安性や耐摩耗性にも優れるといった利点がある。
【００９３】
　また、路面と接触するトレッド３０を特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料よりも耐摩耗性の
あるゴム材で構成していることから、タイヤ１０の耐摩耗性が向上する。
　さらに、ビード部１２には、金属材料からなる環状のビードコア１８が埋設されている
ことから、従来のゴム製の空気入りタイヤと同様に、リム２０に対してタイヤケース１７
、すなわちタイヤ１０が強固に保持される。
【００９４】
　またさらに、ビード部１２のリム２０と接触する部分に、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材
料よりもシール性のあるゴム材からなるシール層２４が設けられていることから、タイヤ
１０とリム２０との間のシール性が向上する。このため、リム２０と特定ＬＬＤＰＥを含
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む樹脂材料とでシールする場合と比較して、タイヤ内の空気漏れがより一層抑制される。
また、シール層２４を設けることでリムフィット性も向上する。
【００９５】
　上述の実施形態では、補強コード２６を加熱し、加熱した補強コード２６が接触する部
分の特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料を溶融又は軟化させる構成としたが、本発明はこの構
成に限定されず、補強コード２６を加熱せずに熱風生成装置を用い、補強コード２６が埋
設されるクラウン部１６の外周面を加熱した後、補強コード２６をクラウン部１６に埋設
するようにしてもよい。
【００９６】
　また、第１実施形態では、コード加熱装置５９の熱源をヒーターおよびファンとしてい
るが、本発明はこの構成に限定されず、補強コード２６を輻射熱（例えば、赤外線など）
で直接加熱する構成としてもよい。
【００９７】
　さらに、第１実施形態では、補強コード２６を埋設した樹脂材料が溶融又は軟化した部
分を金属製の第２のローラ６４で強制的に冷却する構成としたが、本発明はこの構成に限
定されず、樹脂材料が溶融又は軟化した部分に冷風を直接吹きかけて、樹脂材料の溶融又
は軟化した部分を強制的に冷却固化する構成としてもよい。
【００９８】
　また、第１実施形態では、補強コード２６を加熱する構成としたが、例えば、補強コー
ド２６の外周をタイヤケース１７と同じ特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料で被覆する構成と
してもよく、この場合には、被覆補強コードをタイヤケース１７のクラウン部１６に巻き
付ける際に、補強コード２６と共に被覆した樹脂材料も加熱することで、クラウン部１６
への埋設時におけるエア入りを効果的に抑制することができる。
【００９９】
　第１実施形態のタイヤ１０は、ビード部１２をリム２０に装着することで、タイヤ１０
とリム２０との間で空気室を形成する、所謂チューブレスタイヤであるが、本発明はこの
構成に限定されず、完全なチューブ形状であってもよい。
【０１００】
　また、補強コード２６は螺旋巻きするのが製造上は容易だが、幅方向で補強コード２６
を不連続とする方法等も考えられる。
　以上、実施形態を挙げて本発明の実施の形態を説明したが、これらの実施形態は一例で
あり、要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施できる。また、本発明の権利範囲がこ
れらの実施形態に限定されないことは言うまでもない。
【０１０１】
［第２の実施形態］
　次に、図面に従って本発明のタイヤの製造方法およびタイヤの第２実施形態について説
明する。本実施形態のタイヤは、前記第１実施形態と同様に、従来一般のゴム製の空気入
りタイヤと略同様の断面形状を呈している。このため、以下の図において、前記第１実施
形態と同様の構成については同様の番号が付される。図４（Ａ）は、第２実施形態のタイ
ヤのタイヤ幅方向に沿った断面図であり、図４（Ｂ）は第２実施形態のタイヤにリムを嵌
合させた状態のビード部のタイヤ幅方向に沿った断面の拡大図である。また、図５は、第
２実施形態のタイヤの補強層の周囲を示すタイヤ幅方向に沿った断面図である。
【０１０２】
　第２実施形態のタイヤは、上述の第１実施形態と同様に、タイヤケース１７は特定ＬＬ
ＤＰＥを含む樹脂材料で形成されている。
　本実施形態においてタイヤ２００は、図４および図５に示すように、クラウン部１６に
、被覆コード部材２６Ｂが周方向に巻回されて構成された補強コード層２８（図５では破
線で示されている）が積層されている。この補強コード層２８は、タイヤケース１７の外
周部を構成し、クラウン部１６の周方向剛性を補強している。なお、補強コード層２８の
外周面は、タイヤケース１７の外周面１７Ｓに含まれる。
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【０１０３】
　この被覆コード部材２６Ｂは、タイヤケース１７を形成する特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂
材料よりも剛性が高いコード部材２６Ａにタイヤケース１７を形成する特定ＬＬＤＰＥを
含む樹脂材料とは別体の被覆用樹脂材料２７を被覆して形成されている。また、被覆コー
ド部材２６Ｂはクラウン部１６との接触部分において、被覆コード部材２６Ｂとクラウン
部１６とが接合（例えば、溶接、又は接着剤で接着）されている。
【０１０４】
　また、被覆用樹脂材料２７の弾性率は、タイヤケース１７を形成する特定ＬＬＤＰＥを
含む樹脂材料の弾性率の０．１倍から１０倍の範囲内に設定することが好ましい。被覆用
樹脂材料２７の弾性率がタイヤケース１７を形成する特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料の弾
性率の１０倍以下の場合は、クラウン部が硬くなり過ぎずリム組み性が容易になる。また
、被覆用樹脂材料２７の弾性率がタイヤケース１７を形成する特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂
材料の弾性率の０．１倍以上の場合には、補強コード層２８を構成する樹脂が柔らかすぎ
ず、ベルト面内せん断剛性に優れコーナリング力が向上する。なお、本実施形態では、被
覆用樹脂材料２７として特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料と同様の材料が用いられている。
【０１０５】
　また、図５に示すように、被覆コード部材２６Ｂは、断面形状が略台形状とされている
。なお、以下では、被覆コード部材２６Ｂの上面（タイヤ径方向外側の面）を符号２６Ｕ
で示し、下面（タイヤ径方向内側の面）を符号２６Ｄで示す。また、本実施形態では、被
覆コード部材２６Ｂの断面形状を略台形状とする構成としているが、本発明はこの構成に
限定されず、断面形状が下面２６Ｄ側（タイヤ径方向内側）から上面２６Ｕ側（タイヤ径
方向外側）へ向かって幅広となる形状を除いた形状であれば、いずれの形状でもよい。
【０１０６】
　図５に示すように、被覆コード部材２６Ｂは、周方向に間隔をあけて配置されているこ
とから、隣接する被覆コード部材２６Ｂの間に隙間２８Ａが形成されている。このため、
補強コード層２８の外周面は、凹凸とされ、この補強コード層２８が外周部を構成するタ
イヤケース１７の外周面１７Ｓも凹凸となっている。
【０１０７】
　タイヤケース１７の外周面１７Ｓ（凹凸含む）には、微細な粗化凹凸が均一に形成され
、その上に接合剤を介して、クッションゴム２９が接合されている。このクッションゴム
２９は、径方向内側のゴム部分が粗化凹凸に流れ込んでいる。
【０１０８】
　また、クッションゴム２９の上（外周面）にはタイヤケース１７を形成している特定Ｌ
ＬＤＰＥを含む樹脂材料よりも耐摩耗性に優れた材料、例えばゴムからなるトレッド３０
が接合されている。
【０１０９】
　なお、トレッド３０に用いるゴム（トレッドゴム３０Ａ）は、従来のゴム製の空気入り
タイヤに用いられているゴムと同種のゴムを用いることが好ましい。また、トレッド３０
の代わりに、タイヤケース１７を形成する特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料よりも耐摩耗性
に優れる他の種類の樹脂で形成したトレッドを用いてもよい。また、トレッド３０には、
従来のゴム製の空気入りタイヤと同様に、路面との接地面に複数の溝からなるトレッドパ
ターン（図示省略）が形成されている。
【０１１０】
　次に本実施形態のタイヤの製造方法について説明する。
（タイヤ骨格体形成工程）
　まず、上述の第１実施形態と同様にして、タイヤケース半体１７Ａを形成し、これを接
合金型によって加熱及び押圧し、タイヤケース１７を形成する。
【０１１１】
（補強コード部材巻回工程）
　本実施形態におけるタイヤの製造装置は、上述の第１実施形態と同様であり、上述の第
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１実施形態の図３に示すコード供給装置５６において、リール５８にコード部材２６Ａを
被覆用樹脂材料２７（本実施形態では特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料）で被覆した断面形
状が略台形状の被覆コード部材２６Ｂを巻き付けたものが用いられる。
【０１１２】
　まず、ヒーター７０の温度を上昇させ、ヒーター７０で加熱された周囲の空気をファン
７２の回転によって生じる風で加熱ボックス７４へ送る。リール５８から巻き出した被覆
コード部材２６Ｂを、熱風で内部空間が加熱された加熱ボックス７４内へ送り加熱（例え
ば、被覆コード部材２６Ｂの外周面の温度を、被覆用樹脂材料２７の融点以上）とする。
ここで、被覆コード部材２６Ｂが加熱されることにより、被覆用樹脂材料２７が溶融又は
軟化した状態となる。
【０１１３】
　そして被覆コード部材２６Ｂは、排出口７６を通り、紙面手前方向に回転するタイヤケ
ース１７のクラウン部１６の外周面に一定のテンションをもって螺旋状に巻回される。こ
のとき、クラウン部１６の外周面に被覆コード部材２６Ｂの下面２６Ｄが接触する。そし
て、接触した部分の溶融又は軟化状態の被覆用樹脂材料２７はクラウン部１６の外周面上
に広がり、クラウン部１６の外周面に被覆コード部材２６Ｂが溶着される。これにより、
クラウン部１６と被覆コード部材２６Ｂとの接合強度が向上する。
【０１１４】
（粗化処理工程）
　次に、図示を省略するブラスト装置にて、タイヤケース１７の外周面１７Ｓに向け、タ
イヤケース１７側を回転させながら、外周面１７Ｓへ投射材を高速度で射出する。射出さ
れた投射材は、外周面１７Ｓに衝突し、この外周面１７Ｓに算術平均粗さＲａが０．０５
ｍｍ以上となる微細な粗化凹凸９６を形成する。
　このようにして、タイヤケース１７の外周面１７Ｓに微細な粗化凹凸９６が形成される
ことで、外周面１７Ｓが親水性となり、後述する接合剤の濡れ性が向上する。
【０１１５】
（積層工程）
　次に、粗化処理を行なったタイヤケース１７の外周面１７Ｓに接合剤を塗布する。
　なお、接合剤としては、トリアジンチオール系接着剤、塩化ゴム系接着剤、フェノール
系樹脂接着剤、イソシアネート系接着剤、ハロゲン化ゴム系接着剤、ゴム系接着剤など、
特に制限はないが、クッションゴム２９が加硫できる温度（９０℃～１４０℃）で反応す
ることが好ましい。
【０１１６】
　次に、接合剤が塗布された外周面１７Ｓに未加硫状態のクッションゴム２９を１周分巻
き付け、そのクッションゴム２９の上に例えば、ゴムセメント組成物などの接合剤を塗布
し、その上に加硫済み又は半加硫状態のトレッドゴム３０Ａを１周分巻き付けて、生タイ
ヤケース状態とする。
【０１１７】
（加硫工程）
　次に生タイヤケースを加硫缶やモールドに収容して加硫する。このとき、粗化処理によ
ってタイヤケース１７の外周面１７Ｓに形成された粗化凹凸９６に未加硫のクッションゴ
ム２９が流れ込む。そして、加硫が完了すると、粗化凹凸９６に流れ込んだクッションゴ
ム２９により、アンカー効果が発揮されて、タイヤケース１７とクッションゴム２９との
接合強度が向上する。すなわち、クッションゴム２９を介してタイヤケース１７とトレッ
ド３０との接合強度が向上する。
【０１１８】
　そして、タイヤケース１７のビード部１２に、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料よりも軟
質である軟質材料からなるシール層２４を、接着剤等を用いて接着すれば、タイヤ２００
の完成となる。
【０１１９】
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（作用）
　本実施形態のタイヤ２００では、タイヤケース１７は特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料に
よって形成されているため、耐久性及びクリープ特性に優れる。さらに、特定ＬＬＤＰＥ
を含む樹脂材料自体が軽いことに加え、タイヤ２００は従来のゴム製のタイヤに比して構
造が簡易であるため重量が軽い。このため、本実施形態のタイヤ２００は耐久性が高く、
タイヤ２００を用いた自動車等は燃費が良くなる。また、タイヤケース１７を構成する特
定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料は、被覆コード部材２６Ｂに対する特定ＬＬＤＰＥを含む樹
脂材料と接着性が極めて高い。
【０１２０】
　このように補強コード層２８が、被覆コード部材２６Ｂを含んで構成されていると、補
強コード部材２６Ａを単にクッションゴム２９で固定する場合と比してタイヤケース１７
と補強コード層２８との硬さの差を小さくできるため、更に特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材
料はコード部材２６Ａとタイヤケース１７を構成する特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料のど
ちらにも接着性に優れる。被覆コード部材２６Ｂをタイヤケース１７に密着及び固定する
ことができる。これにより、上述のエア入りを効果的に防止することができ、走行時に補
強コード部材が動くのを効果的に抑制することができる。
　更に、補強コード部材２６Ａがスチールコードの場合に、タイヤ処分時に被覆コード部
材２６Ｂからコード部材２６Ａを加熱によって容易に分離及び回収が可能であるため、タ
イヤ２００のリサイクル性の点で有利である。また、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料は加
硫ゴムに比して損失係数（Ｔａｎδ）が低いため、補強コード層２８が特定ＬＬＤＰＥを
含む樹脂材料を多く含んでいると、タイヤの転がり性を向上させることができる。更には
、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料は加硫ゴムに比して、面内せん断剛性が大きく、タイヤ
走行時の操安性や耐摩耗性にも優れるといった利点がある。
【０１２１】
　本実施形態のタイヤの製造方法では、タイヤケース１７とクッションゴム２９およびト
レッドゴム３０Ａとを一体化するにあたり、タイヤケース１７の外周面１７Ｓが粗化処理
されていることから、アンカー効果により接合性（接着性）が向上する。また、タイヤケ
ース１７を形成する特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料が投射材の衝突により掘り起こされる
ことから、接合剤の濡れ性が向上する。これにより、タイヤケース１７の外周面１７Ｓに
接合剤が均一な塗布状態で保持され、タイヤケース１７とクッションゴム２９との接合強
度を確保することができる。
【０１２２】
　特に、タイヤケース１７の外周面１７Ｓに凹凸が構成されていても、凹部（隙間２８Ａ
）に投射材を衝突させることで凹部周囲（凹壁、凹底）の粗化処理がなされ、タイヤケー
ス１７とクッションゴム２９との接合強度を確保することができる。
【０１２３】
　一方、クッションゴム２９がタイヤケース１７の外周面１７Ｓの粗化処理された領域内
に積層されることから、タイヤケース１７とクッションゴムとの接合強度を効果的に確保
することができる。
【０１２４】
　加硫工程において、クッションゴム２９を加硫した場合、粗化処理によってタイヤケー
ス１７の外周面１７Ｓに形成された粗化凹凸にクッションゴム２９が流れ込む。そして、
加硫が完了すると、粗化凹凸に流れ込んだクッションゴム２９により、アンカー効果が発
揮されて、タイヤケース１７とクッションゴム２９との接合強度が向上する。
【０１２５】
　このような、タイヤの製造方法にて製造されたタイヤ２００は、タイヤケース１７とク
ッションゴム２９との接合強度が確保される、すなわち、クッションゴム２９を介してタ
イヤケース１７とトレッド３０との接合強度が確保される。これにより、走行時などにお
いて、タイヤ２００のタイヤケース１７の外周面１７Ｓとクッションゴム２９との間の剥
離が抑制される。
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【０１２６】
　また、タイヤケース１７の外周部を補強コード層２８が構成していることから、外周部
を補強コード層２８以外のもので構成しているものと比べて、耐パンク性および耐カット
性が向上する。
【０１２７】
　また、被覆コード部材２６Ｂを巻回して補強コード層２８が形成されていることから、
タイヤ２００の周方向剛性が向上する。周方向剛性が向上することで、タイヤケース１７
のクリープ（一定の応力下でタイヤケース１７の塑性変形が時間とともに増加する現象）
が抑制され、且つ、タイヤ径方向内側からの空気圧に対する耐圧性が向上する。
【０１２８】
　本実施形態では、タイヤケース１７の外周面１７Ｓに凹凸を構成したが、本発明はこれ
に限らず、外周面１７Ｓを平らに形成する構成としてもよい。
　また、タイヤケース１７は、タイヤケースのクラウン部に巻回され且つ接合された被覆
コード部材を被覆用熱可塑性材料で覆うようにして補強コード層を形成してもよい。この
場合、溶融又は軟化状態の被覆用熱可塑性材料を補強コード層２８の上に吐出して被覆層
を形成することができる。また、押出機を用いずに、溶着シートを加熱し溶融又は軟化状
態にして、補強コード層２８の表面（外周面）に貼り付けて被覆層を形成してもよい。
【０１２９】
　上述の第２実施形態では、ケース分割体（タイヤケース半体１７Ａ）を接合してタイヤ
ケース１７を形成する構成としたが、本発明はこの構成に限らず、金型などを用いてタイ
ヤケース１７を一体的に形成してもよい。
【０１３０】
　第２実施形態のタイヤ２００は、ビード部１２をリム２０に装着することで、タイヤ２
００とリム２０との間で空気室を形成する、所謂チューブレスタイヤであるが、本発明は
この構成に限定されず、タイヤ２００は、例えば、完全なチューブ形状であってもよい。
【０１３１】
　第２実施形態では、タイヤケース１７とトレッド３０との間にクッションゴム２９を配
置したが、本発明はこれに限らず、クッションゴム２９を配置しない構成としてもよい。
【０１３２】
　また、第２実施形態では、被覆コード部材２６Ｂをクラウン部１６へ螺旋状に巻回する
構成としたが、本発明はこれに限らず、被覆コード部材２６Ｂが幅方向で不連続となるよ
うに巻回する構成としてもよい。
【０１３３】
　第２実施形態では、被覆コード部材２６Ｂを形成する被覆用樹脂材料２７を特定ＬＬＤ
ＰＥを含む樹脂材料とし、この被覆用樹脂材料２７を加熱することにより溶融又は軟化状
態にしてクラウン部１６の外周面に被覆コード部材２６Ｂを溶着する構成としているが、
本発明はこの構成に限定されず、被覆用樹脂材料２７を加熱せずに接着剤などを用いてク
ラウン部１６の外周面に被覆コード部材２６Ｂを接着する構成としてもよい。
　また、被覆コード部材２６Ｂを形成する被覆用樹脂材料２７を特定ＬＬＤＰＥを含む樹
脂材料とし、被覆コード部材２６Ｂを加熱せずに接着剤などを用いてクラウン部１６の外
周面に接着する構成としてもよい。
　さらに、被覆コード部材２６Ｂを形成する被覆用樹脂材料２７を熱硬化性樹脂とし、タ
イヤケース１７を特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料で形成する構成としてもよい。この場合
には、被覆コード部材２６Ｂをクラウン部１６の外周面に接着剤などを用いて接着しても
よく、タイヤケース１７の被覆コード部材２６Ｂが配設される部位を加熱して溶融又は軟
化状態にして被覆コード部材２６Ｂをクラウン部１６の外周面に溶着してもよい。
　またさらに、被覆コード部材２６Ｂを形成する被覆用樹脂材料２７を、特定ＬＬＤＰＥ
を含む樹脂材料とし、タイヤケース１７を、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料で形成する構
成としてもよい。この場合には、被覆コード部材２６Ｂをクラウン部１６の外周面に接着
剤などを用いて接着してもよく、タイヤケース１７の被覆コード部材２６Ｂが配設される
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部位を加熱して溶融又は軟化状態としつつ、被覆用樹脂材料２７を加熱し溶融又は軟化状
態にして被覆コード部材２６Ｂをクラウン部１６の外周面に溶着してもよい。なお、タイ
ヤケース１７および被覆コード部材２６Ｂの両者を加熱して溶融又は軟化状態にした場合
、両者が良く混ざり合うため接合強度が向上する。また、タイヤケース１７を形成する特
定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料、および被覆コード部材２６Ｂを形成する被覆用樹脂材料２
７をともに特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料とする場合には、例えば、同種の材料、特に同
一の材料とすることが好ましい。
　また、さらに粗化処理を行ったタイヤケース１７の外周面１７Ｓにコロナ処理やプラズ
マ処理等を用い、外周面１７Ｓの表面を活性化し、親水性を高めた後に接着剤を塗布して
もよい。
【０１３４】
　またさらに、タイヤ２００を製造するための順序は、第２実施形態の順序に限らず、適
宜変更してもよい。
　以上、実施形態を挙げて本発明の実施の形態を説明したが、これらの実施形態は一例で
あり、要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施できる。また、本発明の権利範囲がこ
れらの実施形態に限定されないことは言うまでもない。
【０１３５】
　更に、本発明の具体的な態様について第１実施形態および第２実施形態を用いて説明し
たが本発明は上述の態様に限定されるものではない。
【０１３６】
　本発明のタイヤは第１実施形態に示されるように以下のように構成することができる。
（１－１）本発明のタイヤは、タイヤ骨格体の軸方向に沿った断面視で、特定ＬＬＤＰＥ
を含む樹脂材料で形成されたタイヤ骨格体の外周部に補強コード部材の少なくとも一部が
埋設されるように構成することができる。
　このように、補強コード部材の一部がタイヤ骨格体の外周部に埋設していると、補強コ
ード部材巻回時にコード周辺に空気が残る現象（エア入り）を更に抑制することができる
。補強コード部材周辺へのエア入りが抑制されると、走行時の入力などによって補強コー
ド部材が動くのが抑制される。これにより、例えば、タイヤ骨格体の外周部に補強コード
部材全体を覆うようにタイヤ構成部材が設けられた場合、補強コード部材は動きが抑制さ
れているため、これらの部材間（タイヤ骨格体含む）に剥離などを生じるのが抑制され耐
久性が向上する。
【０１３７】
（１－２）本発明のタイヤは、補強コード層の径方向外側に特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材
料よりも耐摩耗性を有する材料から形成されるトレッドを設けてもよい。
　このように路面と接触するトレッドを特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料よりも耐摩耗性の
ある材料で構成することでタイヤの耐摩耗性を更に向上させることができる。
【０１３８】
（１－３）本発明のタイヤは、タイヤ骨格体の軸方向に沿った断面視で、補強コード部材
の直径１／５以上をタイヤ骨格体の外周部に周方向に沿って埋設させることができる。
　このようにタイヤ骨格体の軸方向に沿った断面視で補強コード部材の直径の１／５以上
がタイヤ骨格体の外周部に埋設されていると、補強コード部材周辺へのエア入りを効果的
に抑制することができ、走行時の入力などによって補強コード部材が動くのをより抑制す
ることができる。
【０１３９】
（１－４）本発明のタイヤは、タイヤ骨格体は、径方向内側にリムのビードシートおよび
リムフランジに接触するビード部を有し、ビード部に金属材料からなる環状のビードコア
が埋設されるように構成することができる。
　このように、タイヤ骨格体にリムとの嵌合部位であるビード部を設け、さらに、このビ
ード部に金属材料からなる環状のビードコアを埋設することで、従来のゴム製の空気入り
タイヤと同様に、リムに対して、タイヤ骨格体（すなわちタイヤ）を強固に保持させるこ
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とができる。
【０１４０】
（１－５）本発明のタイヤは、ビード部がリムと接触する部分に特定ＬＬＤＰＥを含む樹
脂材料よりもシール性（リムとの密着性）の高い材料からなるシール部を設けることが出
来る。
　このように、タイヤ骨格体とリムとの接触部分に、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料より
もシール性の高い材料からなるシール部を設けることで、タイヤ（タイヤ骨格体）とリム
との間の密着性を向上させることができる。これにより、リムと特定ＬＬＤＰＥを含む樹
脂材料とのみを用いた場合に比較して、タイヤ内の空気漏れを一層抑制することができる
。また、シール部を設けることでタイヤのリムフィット性も向上させることができる。
【０１４１】
（１－６）本発明のタイヤは、少なくともポリオレフィン系熱可塑性エラストマーを含む
熱可塑性樹脂材料によって環状のタイヤ骨格体の一部を構成するタイヤ骨格片を形成する
タイヤ骨格片形成工程と、タイヤ骨格片の接合面に熱を付与し対となる２以上のタイヤ骨
格片を融着させてタイヤ骨格体を形成するタイヤ骨格片接合工程と、タイヤ骨格体の外周
部に補強コード部材を周方向に巻回して補強コード層を形成する補強コード部材巻回工程
と、を含む製造方法によって製造することができる。
【０１４２】
　前記製造方法においては、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料によって環状のタイヤ骨格体
のタイヤ骨格片を形成することができる。特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料はその融点を８
０℃～２００℃程度に設定することができるため、例えば２５０℃以上でタイヤ骨格片の
融着工程を実施する必要がなく比較的低温で融着工程を実施できる。このように比較的低
温度で融着工程を実施できるため、エネルギー利用率などの観点で、タイヤの生産性を向
上させることができる。また、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料を用いたタイヤ骨格片は、
融着してタイヤ骨格体を形成した際、タイヤ骨格片同士の接着強度が十分であり、また、
融着時の温度によって骨格体自体の性能が劣化することがないため、製造されたタイヤの
耐パンク性や耐摩耗性など走行時における耐久性を向上させることができる。
【０１４３】
（１－７）タイヤの製造方法は、タイヤ骨格片接合工程において、タイヤ骨格片の接合面
を、タイヤ骨格片を構成する特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料の融点以上（例えば、融点＋
１０℃～＋１５０℃）に加熱するように構成することができる。
　このように、分割体の接合面を、タイヤ骨格片を構成する特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材
料の融点以上に加熱すると、タイヤ骨格片同士の融着を十分に行うことができるため、タ
イヤの耐久性を向上させつつ、タイヤの生産性を高めることができる。
【０１４４】
（１－８）タイヤの製造方法は、補強コード部材巻回工程において、タイヤ骨格片接合工
程において形成されたタイヤ骨格体の外周部を溶融又は軟化させながら補強コード部材の
少なくとも一部を埋設してタイヤ骨格体の外周部に補強コード部材を巻回するように構成
することができる。
　このように、タイヤ骨格体の外周部を溶融又は軟化させながら補強コード部材の少なく
とも一部を埋設してタイヤ骨格体の外周部に補強コード部材を巻回することで、埋設され
た補強コード部材の少なくとも一部と溶融又は軟化した特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料と
を溶着させることができる。これにより、タイヤ骨格体の軸方向に沿った断面視でタイヤ
骨格体の外周部と補強コード部材との間のエア入りを更に抑制することができる。また、
補強コード部材を埋設した部分が冷却固化されると、タイヤ骨格体に埋設された補強コー
ド部材の固定具合が向上する。
【０１４５】
（１－９）タイヤの製造方法は、補強コード部材巻回工程において、タイヤ骨格体の軸方
向に沿った断面視で補強コードの直径の１／５以上をタイヤ骨格体の外周部に埋設させる
ように構成することができる。
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　このように、タイヤ骨格体の軸方向に沿った断面視で、タイヤ骨格体の外周部に補強コ
ード部材を直径の１／５以上埋設すると、製造時の補強コード周辺へのエア入りを効果的
に抑制することができ、更に、埋設された補強コード部材がタイヤ骨格体から抜け難くす
ることができる。
【０１４６】
（１－１０）タイヤの製造方法は、補強コード部材巻回工程において、加熱した補強コー
ド部材をタイヤ骨格体に埋設するように構成することができる。
　このように、補強コード巻回工程において、補強コード部材を加熱しながらタイヤ骨格
体に埋設させると、加熱された補強コード部材がタイヤ骨格体の外周部に接触した際に接
触部分が溶融又は軟化するため、補強コード部材をタイヤ骨格体の外周部に埋設し易くな
る。
【０１４７】
（１－１１）タイヤの製造方法は、コード部材巻回工程において、タイヤ骨格体の外周部
の補強コード部材が埋設される部分を加熱するように構成することができる。
　このように、タイヤ骨格体の外周部の補強コード部材が埋設される部分を加熱すること
で、タイヤ骨格体の加熱された部分が溶融又は軟化するため、補強コード部材を埋設し易
くなる。
【０１４８】
（１－１２）タイヤの製造方法は、コード部材巻回工程において、補強コード部材をタイ
ヤ骨格体の外周部に押圧しながらタイヤ骨格体の外周部の周方向に補強コード部材を螺旋
状に巻回するように構成することができる。
　このように、補強コード部材をタイヤ骨格体の外周部に押圧しながら補強コード部材を
螺旋状に巻回すると、補強コード部材のタイヤ骨格体の外周部への埋設量を調整すること
ができる。
【０１４９】
（１－１３）製造方法によれば、コード部材巻回工程において、補強コード部材をタイヤ
骨格体に巻回した後、タイヤ骨格体の外周部の溶融又は軟化した部分を冷却するように構
成することができる。
　このように、補強コード部材が埋設された後で、タイヤ骨格体の外周部の溶融又は軟化
した部分を強制的に冷却することで、タイヤ骨格体の外周部の溶融又は軟化した部分を自
然冷却よりも早く迅速に冷却固化することができる。タイヤ外周部を自然冷却よりも早く
冷却することで、タイヤ骨格体の外周部の変形を抑制できると共に、補強コード部材が動
くのを抑制することができる。
【０１５０】
　また、本発明のタイヤは第２実施形態において説明したように以下のように構成するこ
とができる。
（２－１）本発明のタイヤは、前記製造方法において、更に、タイヤ骨格体の外周面に粒
子状の投射材を衝突させて、タイヤ骨格体の外周面を粗化処理する粗化処理工程と、粗化
処理された外周面に接合剤を介してタイヤ構成ゴム部材を積層する積層工程と、を備えて
構成することができる。
　このように、粗化処理工程を設けると、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料を用いて形成さ
れた環状のタイヤ骨格体の外周面に粒子状の投射材が衝突して、当該外周面に微細な粗化
凹凸が形成される。なお、タイヤ骨格体の外周面に投射材を衝突させて微細な粗化凹凸を
形成する処理を粗化処理という。その後、粗化処理された外周面に接合剤を介してタイヤ
構成ゴム部材が積層される。ここで、タイヤ骨格体とタイヤ構成ゴム部材とを一体化する
にあたり、タイヤ骨格体の外周面が粗化処理されていることから、アンカー効果により接
合性（接着性）が向上する。また、タイヤ骨格体を形成する特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材
料が投射材の衝突により掘り起こされることから、外周面の濡れ性が向上する。これによ
り、タイヤ骨格体の外周面に接合剤が均一な塗布状態で保持され、タイヤ骨格体とタイヤ
構成ゴム部材との接合強度を確保することができる。



(25) JP 6654835 B2 2020.2.26

10

20

30

40

50

【０１５１】
（２－２）本発明のタイヤは、タイヤ骨格体の外周面の少なくとも一部が凹凸部であり、
凹凸部が粗化処理工程において粗化処理を施して作製することができる。
　このように、タイヤ骨格体の外周面の少なくとも一部が凹凸部とされていても、凹凸部
に投射材を衝突させることで凹部周囲（凹壁、凹底）の粗化処理がなされ、タイヤ骨格体
とタイヤ構成ゴム部材との接合強度を確保することができる。
【０１５２】
（２－３）本発明のタイヤは、タイヤ骨格体の外周部が、外周面に凹凸部を構成する補強
層で構成されており、補強層がタイヤ骨格体を形成する特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料と
は同種又は別の樹脂材料で補強コードを被覆して構成された被覆コード部材をタイヤ骨格
体の周方向に巻回して構成することができる。
　このように、被覆コード部材をタイヤ骨格体の周方向に巻回して構成された補強層でタ
イヤ骨格体の外周部を構成することで、タイヤ骨格体の周方向剛性を向上させることがで
きる。
【０１５３】
（２－４）　本発明のタイヤは、被覆コード部材を構成する樹脂材料に熱可塑性樹脂材料
を用いることができる。
　このように、被覆コード部材を構成する樹脂材料に熱可塑性を有する熱可塑性材料を用
いることで、樹脂材料として熱硬化性材料を用いた場合と比べて、タイヤ製造が容易にな
り、リサイクルしやすくなる。
【０１５４】
（２－５）　本発明のタイヤは、粗化処理工程において、タイヤ構成ゴム部材の積層領域
よりも広い領域を粗化処理するように構成することができる。
　このように、粗化処理工程において、タイヤ構成ゴム部材の積層領域よりも広い領域に
粗化処理を施すと、タイヤ骨格体とタイヤ構成ゴム部材との接合強度を確実に確保するこ
とができる。
【０１５５】
（２－６）　本発明のタイヤは、粗化処理工程において、算術平均粗さＲａが０．０５ｍ
ｍ以上となるように外周面を粗化処理するように構成することができる。
　このように、粗化処理工程において算術平均粗さＲａが０．０５ｍｍ以上となるように
タイヤ骨格体の外周面を粗化処理すると、粗化処理された外周面に接合剤を介して、例え
ば、未加硫又は半加硫状態のタイヤ構成ゴム部材を積層し加硫した場合に、粗化処理によ
り形成された粗化凹凸の底まで、タイヤ構成ゴム部材のゴムを流れ込ませることができる
。粗化凹凸の底まで、タイヤ構成ゴム部材のゴムを流れ込ませると、外周面とタイヤ構成
ゴム部材との間に十分なアンカー効果が発揮されて、タイヤ骨格体とタイヤ構成ゴム部材
との接合強度を向上させることができる。
【０１５６】
（２－７）　本発明のタイヤは、タイヤ構成ゴム部材として、未加硫、又は半加硫状態の
ゴムを用いることできる。
　このように、タイヤ構成ゴム部材として未加硫又は半加硫状態のゴムを用いると、タイ
ヤ構成ゴム部材を加硫した際に、粗化処理によってタイヤ骨格体の外周面に形成された粗
化凹凸にゴムが流れ込む。そして、加硫が完了すると、粗化凹凸に流れ込んだゴム（加硫
済み）により、アンカー効果が発揮されて、タイヤ骨格体とタイヤ構成ゴム部材との接合
強度を向上させることができる。
【０１５７】
　なお、加硫済みとは、最終製品として必要とされる加硫度に至っている状態をいい、半
加硫状態とは、未加硫の状態よりは加硫度が高いが、最終製品として必要とされる加硫度
に至っていない状態をいう。
【０１５８】
（２－８）　本発明のタイヤは、特定ＬＬＤＰＥを含む樹脂材料を用いて形成され、外周
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面に粒子状の投射材を衝突させて該外周面を粗化処理した環状のタイヤ骨格体と、粗化処
理された外周面に接合剤を介して積層されたタイヤ構成ゴム部材と、を備えるように構成
することができる。
　このように、粗化処理した環状のタイヤ骨格体を用いると、タイヤ骨格体とタイヤ構成
ゴム部材との接合強度をアンカー効果によって向上させることができる。また、外周面が
粗化処理されていることから、接合剤の濡れ性がよい。これにより、タイヤ骨格体の外周
面に接合剤が均一な塗布状態で保持され、タイヤ骨格体とタイヤ構成ゴム部材との接合強
度が確保されて、タイヤ骨格体とタイヤ構成ゴム部材との剥離を抑制することができる。
【実施例】
【０１５９】
　以下、本発明について実施例を用いてより具体的に説明する。ただし、本発明はこれに
限定されるものではない。
【０１６０】
（比較例２、３、６、８）
　表１に記載の比較例２、３、６、８のタイヤ骨格体を作製する樹脂材料を用い、１８０
℃～２３０℃で射出成形し、サンプル片を得た。各種測定はこのサンプル片から試験片を
打ち抜いたサンプルを用いて実施した。
【０１６１】
（実施例７～９、１２）
　表２に記載の実施例７～９、１２のタイヤ骨格体を作製する樹脂材料を、表２に記載の
組成にて２軸押出機により１８０℃～２３０℃にて混合し樹脂材料を得た。得られた樹脂
材料をペレット化し、１８０℃～２３０℃で射出成形し、サンプル片を得た。各種測定は
このサンプル片から試験片を打ち抜いたサンプルを用いて実施した。
【０１６２】
＜結晶化度＞
　示差走査型熱量分析（ＤＳＣ）装置〔ティー・エイ・インスツルメント社製、Ｑ２００
０〕を用い、比較例２、３の樹脂材料（ＬＬＤＰＥ）を－６０℃から２２０℃まで１０℃
／分で昇温して融解熱量を測定し、吸熱ピークの面積から結晶化度（溶解エネルギー：単
位Ｊ／ｇ）を算出した。
【０１６３】
＜引張弾性率＞
　各サンプルを打ち抜き、ＪＩＳ　Ｋ６２５１：１９９３に規定されるダンベル状試験片
（３号形試験片）を作製した。
　次いで、島津製作所社製、島津オートグラフＡＧＳ－Ｊ（５ＫＮ）を用いて、チャック
間５０ｍｍ、引張速度を１００ｍｍ／ｍｉｎに設定し、試料片の引張弾性率を測定した。
　結果を下記表１及び表２に示す。
【０１６４】
＜クリープ＞
　各サンプルを打ち抜き、ＪＩＳ　Ｋ６２５１：１９９３に規定されるダンベル状試験片
（３号形試験片）を作製した。
　ＪＩＳ　Ｋ７１１５：１９９９に準拠し、ＪＩＳ３号ダンベル試験片を用い、チャック
間：６５ｍｍ、４ＭＰａ、９０℃の条件で、６時間後のクリープ量を測定した。
　結果を下記表１及び表２に示す。クリープは数値が低いほど良好な結果であり、３０ｍ
ｍ以下が許容範囲である。
【０１６５】
＜耐久性評価＞
－高速性能試験－
　上述の第１実施形態に従って、実施例および比較例のタイヤを成形した。この際、タイ
ヤケースを形成する樹脂材料については下記表１及び表２に記載の材料を該表に記載の組
成にて用いた。
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　得られた各実施例及び比較例のタイヤ（サイズ２４５／３５　Ｒ２０）について、ＪＩ
Ｓ　Ｄ４２３０：１９９８に規定される高速性能試験Ｂに基づいて、高速性能試験を行い
、タイヤの耐久性を評価した。結果を表１及び表２に示す。
　高速性能試験は、慣らし走行を経た後、所定の速度にて２０分間の走行テストを行い、
この走行テストを、段階的に速度を上げて繰り返すことで行った。高速性能試験の終了は
速度２６０ｋｍ／ｈの走行テストが終了した時点とした。
　なお、速度２６０ｋｍ／ｈの走行テスト終了後もタイヤとしての機能を保っていたもの
を「完走」とし、速度２６０ｋｍ／ｈの走行テスト終了以前に、部材の剥離、エア漏れ、
タイヤの膨れ等が発生し走行不能となったものを「未完走」とした。評価結果が完走であ
ると、耐久性に優れるタイヤといえる。
【０１６６】
【表１】

【０１６７】
　表１における略称は下記を意味する。
ＬＤＰＥ：宇部丸善ポリエチレン（株）製　ＵＢＥポリエチレン　Ｊ－２５１６
ＬＬＤＰＥ１：宇部丸善ポリエチレン（株）製　ユメリット　０５４０Ｆ、結晶化度＝７
８．５Ｊ／ｇ、重量平均分子量＝１６０,７００、ＭＦＲ＝４．０ｇ／１０分
ＬＬＤＰＥ２：宇部丸善ポリエチレン（株）製　ユメリット　１５４０Ｆ、結晶化度＝１
１０．５Ｊ／ｇ、重量平均分子量＝１５９,２２３、ＭＦＲ＝４．９ｇ／１０分
ＬＬＤＰＥ３：宇部丸善ポリエチレン（株）製　ユメリット　２５２５Ｆ、結晶化度＝１
２２．３Ｊ／ｇ、重量平均分子量＝１８４,９１２、ＭＦＲ＝７．９ｇ／１０分
ＬＬＤＰＥ４：宇部丸善ポリエチレン（株）製　ユメリット　３５４０Ｆ、結晶化度＝１
３８．３Ｊ／ｇ、重量平均分子量＝１６４,２４９、ＭＦＲ＝２６．０ｇ／１０分
ＬＬＤＰＥ５：宇部丸善ポリエチレン（株）製　ユメリット　４０４０Ｆ、結晶化度＝１
５０．１Ｊ／ｇ、重量平均分子量＝１６３,７１１、ＭＦＲ＝５．０ｇ／１０分
ＨＤＰＥ：東ソー(株)製、ニポロンハード　２３００
Ｒ－ＰＰ１：（株）プライムポリマー製　プライムＴＰＯ　Ｊ５７１０
Ｒ－ＰＰ２：（株）プライムポリマー製　ＰＰ　Ｊ７２１ＧＲ
ＴＰＶ：三井化学（株）ミラストマー製　Ｍ４８００ＮＳ
　なお、重量平均分子量はゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）により測
定した値であり、ＭＦＲはＪＩＳ  Ｋ７２１０：２０１４に規定する方法に従って、温度
２３０℃、荷重２．１６ｋｇの条件で測定した値である。
【０１６８】
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【表２】

【０１６９】
　表２における略称は下記を意味する。
ＰＡ１：宇部興産（株）製　ＵＢＥナイロン　１０２２Ｂ
ＰＡ２：宇部興産（株）製　ＵＢＥＳＴＡ　３０２４Ｕ
ＰＡ変性ＰＥ：アルケマ社製　ＡＰＯＬＨＹＡ　ＬＰ９１
酸変性ＰＥ：三井化学（株）　アドマー　ＮＥ０６５
【０１７１】
＜屈曲疲労耐性＞
　実施例１、３、及び５について、ＪＩＳ　Ｋ６２６０：２０１０に準拠し、屈曲疲労耐
性を評価した。具体的には、幅２５ｍｍ、厚み６．３ｍｍ、長さ１４０ｍｍ～１５５ｍｍ
、中心部の溝の曲率半径２．３８ｍｍのサンプル片を作製し、サンプル片について、エー
・アンド・デイ社製の屈曲疲労試験機ＦＴ２４－６４００を用い、歪み量１０ｍｍの条件
でデマッチャ屈曲疲労試験を行い、サンプル片が破断するまでの回数を測定した。結果を
下記表３に示す。なお、屈曲疲労耐性は、数値が高いほど良好な結果を表し、サンプル片
が破断するまでの回数が９万回以上であればタイヤとして使用するにあたり実用上問題な
い。また、表３中の略称は、表１及び表２中の各略称と同義である。
【０１７２】

【表３】

【０１７３】
　表３の実施例１と実施例３との比較より、ＬＬＤＰＥとポリアミド（ＰＡ）を併用した
樹脂材料はＬＬＤＰＥのみを用いた樹脂材料より屈曲疲労耐性が低下する傾向にあること
がわかる。なお、実施例３の屈曲疲労耐性は９万回であるため、タイヤとして実使用上問
題ない。
　さらに、実施例３と実施例５との比較より、樹脂材料がＬＬＤＰＥとポリアミドと酸変
性ＰＥとを含むことで、ＬＬＤＰＥとポリアミドとを含む樹脂材料に比べ、屈曲疲労耐性
が大幅に改善されることがわかる。
【０１７４】
＜耐熱性＞
　実施例７～９、１２のタイヤ骨格体を作製する樹脂材料を用いて、サイズ３０ｍｍ×１
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００ｍｍ、厚み２．５ｍｍのサンプル片を作製し、サンプル片について、１４５℃、２０
分の条件で加熱し、サンプル片の変形を目視で観察した。
　結果は、実施例７～９、１２は、いずれも実施例１より加熱後における変形が小さく、
耐熱性に優れることがわかった。特に、実施例９、１２の耐熱性が優れる。
　上記の結果から、実施例７～９、１２のタイヤは、高温（例えば、１４５℃）で加硫を
行う工程及び従来の長時間加硫する工程を含むタイヤ製造方法にも適用が可能であると考
えられる。よって、これら実施例に記載の形態のタイヤとすることで、トレッドゴムを別
途加硫した後に樹脂材料で形成されたタイヤ骨格体とトレッドゴムとを接着させ、タイヤ
骨格体への熱影響を抑止する目的で行うコールド加硫製法及び樹脂材料が変形しない程度
に温度制限した加硫製法を使用する必要が無くなるため、製造工程の簡易化及び加硫時間
短縮ができ、さらなる生産性の向上が見込まれる。
【符号の説明】
【０１７５】
　１０，２００ タイヤ、１２ ビード部、１６ クラウン部（外周部）、１８ ビードコア
 、２０ リム、２１ ビードシート、２２ リムフランジ、１７ タイヤケース（タイヤ骨
格体）、２４ シール層（シール部）、２６ 補強コード（補強コード部材）、２６Ａ コ
ード部材（補強コード部材）、２８ 補強コード層、３０ トレッド、Ｄ 補強コードの直
径（補強コード部材の直径）、Ｌ 補強コードの埋設量（補強コード部材の埋設量）

【図１】 【図２】
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